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るデータ・ＩＣＴ技術の利活用を推進するとともに、特別養護老人ホームにおけ

る医療ニーズへの対応の在り方を検討する。加えて、介護事業者による地方公共

団体に対する各種申請・届出等の手続負担をデジタル化やワンストップ化等によ

り削減し、介護職員が利用者に直接向き合える時間を拡充させる。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

＜実施事項＞ 

ア 特定施設（介護付き有料老人ホーム）等における人員配置基準の特例的な柔軟

化

【（前段）令和４年度措置、（中段）令和４年度目途措置、 

（後段）遅くとも令和５年度結論・措置】 

厚生労働省は、ビッグデータ解析、センサーなどのＩＣＴ技術の最大活用、介

護補助職員の活用等を行う先進的な特定施設（介護付き有料老人ホーム）等にお

いて実証事業を実施し、現行の人員配置基準より少ない人員配置であっても、介

護の質が確保され、かつ、介護職員の負担が軽減されるかに関する検証を行う。 

厚生労働省は、当該検証の結果を踏まえ、先進的な取組を行うなど一定の要件

を満たす高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化の可否について、社

会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴き、論点を整理する。 

厚生労働省は、当該論点整理を踏まえ、同分科会の意見を聴き、当該特例的な

柔軟化の可否を含めた内容に関する所要の検討を行い、結論を得次第速やかに必

要な措置を講ずる。 ※ 

イ 特別養護老人ホームにおける施設内の医療サービス改善

【a：令和４年度措置、b：令和５年度結論・措置】 

a 厚生労働省は、特別養護老人ホーム（以下「特養」という。）における現行の

配置医師（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11

年厚生省令第 39 号）第２条第１項第１号の規定等により特養に配置された医

師をいう。）による医療の提供に関して、現行制度では、特養入所者の施設内

における医療ニーズ（特に、特養入居者の急変時及び看取り時に要する配置医

師又はその他の医師による訪問診療や往診、オンライン診療）に十分応えられ

ておらず、当該規定において配置医師が行うこととされる「健康管理及び療養

上の指導」の範囲の明確化や配置医師制度等の見直しなど所要の措置を検討す

べきではないかとの指摘を踏まえ、特養における医療ニーズへの対応の在り方

を検討するために、配置医師の実態（在宅療養支援診療所に所属している医師

か否か、雇用実態、提供する医療の内容等）、特養における入居者の医療ニー

ズの具体的内容、入居者に対して現に行われている医療対応などについて必要

な調査を実施する。 ※ 

b 厚生労働省は、当該調査結果を踏まえ、特養における必要な訪問診療、往診、

オンライン診療について介護保険又は医療保険で適切に評価するなど、特養に
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おける医療ニーズへの適切な医療提供を可能とするための必要な措置につい

て検討を行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。その際、医療保険・

介護保険制度への影響や患者負担への影響に留意するとともに、看取り期等の

患者に対して本人が必要としない過剰な医療の提供がないよう留意する。 ※  

 

ウ 介護分野におけるローカルルール等による手続負担の軽減【再掲】 

【a,b,e,f：令和４年度措置、 

c：（前段）令和７年度措置、（後段）令和４年度上期措置、 

d：令和７年度措置】 

a 厚生労働省は、介護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者

が介護保険法の関係法令の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定

申請関連文書、報酬請求関連文書、指導監査関連文書について、介護事業者は国

が定める様式に基づいて作成の上、国が定める書類を添付して手続等を行うこと

とするための所要の法令上の措置を講ずる。その際、具体的な様式・添付書類を

検討するに当たっては、現行の標準様式及び標準添付書類に準拠することを基本

とする。また、国が定める様式及び添付書類には押印又は署名欄は設けないこと

を基本とし、あわせて、地方公共団体に対して押印又は署名を求めることがない

よう要請する。 

なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断

によって、独自の規律を設けることを妨げないこととし、当該地方公共団体が当

該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類を使用するこ

とを妨げない。 ※ 

b 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づいて地方公共

団体に対して行う手続について、その簡素化や利便性向上に係る国や地方公共団

体に対する要望を随時に提出できる専用の窓口を設ける。当該要望については、

介護事業者、地方公共団体関係者及び中立的な学識経験者の３者のバランスのと

れた員数によって構成される会議体で改善等の対応を検討する仕組を構築し、内

容及び件数、処理状況を整理し、公表する。地方公共団体に対する要望について

は、必要に応じて当該地方公共団体に対する助言等を行う。 ※ 

c 厚生労働省は、介護サービスに係る指定及び報酬請求（加算届出を含む。）に関

連する申請・届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申

請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介護事業者及び地方公共団体の

意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出シス

テム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ること

とするための所要の法令上の措置を講ずる。ただし、特段の事情があり、電子申

請届出システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によ

るものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省において公表する。 

なお、当該措置が完了するまでの当面の間、厚生労働省は、介護事業者が、そ

の選択により、デジタル技術であって適切なもの（電子メールや地方公共団体が
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作成したＷＥＢ上の入力フォームへの入力等を含む。）又は書面によって、申請・

届出を行うこととするための所要の措置を講ずる。 ※ 

d 厚生労働省は、介護保険法の関係法令の規定に基づく介護事業者の届出であっ

て、法人関係事項その他の事業所固有の事項以外の事項に関するものについて

は、届出手続のワンストップ化を実現するための所要の措置を講ずる。ただし、

特段の事情があり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団体につ

いては、なお従前の例によるものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省に

おいて公表する。 ※ 

e 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づき行う必要が

ある申請、届出その他の手続に関する負担軽減に係る取組項目ごとの地方公共団

体の実施状況や手続の利便性向上に係る地方公共団体の好取組事例を定期的に

調査の上、公表する。調査に当たっては、地方公共団体ごとの手続のデジタル化

の有無、厚生労働省の「電子申請届出システム」の利用の有無、押印廃止の進捗

状況、紙による申請書類の有無も含めて確認し、公表する。 

f 厚生労働省は、地方公共団体による独自ルールの明文化を徹底した上で、地方

公共団体ごとの独自ルールの有無・内容を整理し、定期的に公表する。 

 

（6）その他 

・ サービス付き高齢者向け住宅における有資格者等の常駐要件の見直し 

【引き続き検討を進め、結論を得次第速やかに措置】 

＜基本的考え方＞ 

近年、高齢単身者や高齢夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携し

て高齢者を支援するサービスを提供する住宅の確保が重要となっている。平成23

年に、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号）が改正さ

れ、高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームにおいて、高齢者を支援するサー

ビスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設された（令和

４年２月末時点の累計登録件数は 8,063棟、274,704戸）。本制度においては、状

況把握サービスと生活相談サービスの提供が必須で、入居者の安全・安心等を確

保するため、医療・介護の有資格者等が日中、建物に常駐し、これらのサービス

を提供することとなっているが、近年、有資格者等の不足等が課題となっている。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

国土交通省及び厚生労働省は、原則として、夜間を除き、状況把握サービス及

び生活相談サービスに従事する有資格者等に課された常駐要件について、入居者

の安全・安心及び居住の安定を十分確保することを前提としつつ、デジタル技術

活用などを踏まえた見直しの検討を行い、必要な措置を講ずる。 
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５．地域産業活性化  

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和３年度においても、緊急事態宣言が２回

発出され、令和４年１月には 34都道府県にまん延防止等重点措置が適用された。同年

２月以降は、ウクライナ情勢による更なる原油や穀物等の国際価格の上昇等も懸念さ

れ、我が国の地域産業に大きな影響を及ぼしている。このような中、地域の事業者の

所得を押し上げ、地域産業全体を活性化するためには、地域を支える観光産業及び農

林水産業等の成長産業化をデジタル技術も活用しつつ推進する必要がある。公正・公

平で自由な取引ができる環境の整備等、従来からの規制改革を推し進めつつ、地域産

業活性化をより確実なものとするためには、各取組の効果を検証し、ＰＤＣＡサイク

ルを適切に回していくことが重要である。ＥＢＰＭの考え方に基づき、現場の声を踏

まえた上で、事業者の創意工夫の発揮を阻害する規制・制度等を不断に見直していく

ことが必要である。 

観光分野においては、訪日外国人旅行者数は令和元年の 3,188 万人から令和３年の

25 万人へと大幅に落ち込み、コロナ禍によって観光産業は大きな打撃を受けている。

一方で、コロナ禍を経験する中で、リモートワークを実施する企業が増えたことなど

を契機に、ワーケーションによる旅行需要を取り込むことで地方創生に取り組もうと

創意工夫をこらす事例も出始めている。その他、空き家率の高い地方では、空き家住

宅を観光インフラとなる民泊施設としてリノベーションし、交流人口の増加に取り組

んでいるケースもある。このような取組を後押しすることで、空き家問題の解決や、

ホテル・旅館など宿泊施設が不足しているエリアにおける新たな観光需要の創出にも

寄与することが期待される。コロナ禍で大きな打撃を受けた観光産業の再生・振興を

通じて地域産業の活性化を後押しできるよう、改めて不要な規制は撤廃するという理

念の下、様々な見直しを進めることが重要である。 

農業分野においては、令和３年の基幹的農業従事者が 130万人、そのうち 65歳以上

の占める割合が 69.5％となり、高齢化・人手不足に歯止めがかからなくなっている。

耕作放棄地が更に拡大するなど危機的な状況にある中、農地を持続的に利用し、スマ

ート農業等を活用して農業の生産性向上や成長産業化を図るためには、分散した農地

を一団の形で集約化し、若者等の新規就農者も含めて、意欲と能力のある担い手に集

積していくなど、農地利用の最適化を強力に推進する必要がある。農産物の品質・付

加価値の向上や生産コストの低減、流通の合理化等を促進する上では、ローカルルー

ルを見直すとともに、公正・公平で自由な取引ができる環境や、施設等を効率的かつ

円滑に建設するなど、農業者が創意工夫を発揮し、柔軟に事業展開できる環境を整備

することが求められる。あわせて、デジタル基盤としての農林水産省地理情報共通管

理システム（以下「eMAFF 地図」という。）やドローン・衛星データ等の先端技術を最

大限に活用し、現場業務の見直しや省力化を促進することが不可欠である。農業委員

会等による取組の実効性も含め、現行の規制・制度等について不断の検証と見直しが

必要である。 

林業分野においては、戦後造林を行った人工林が 50年を超えて本格的な利用期を迎

え、森林資源が充実してきており、国産材を安定的に生産・供給し、林業の成長産業化



   

70 

 

を図るためには、意欲と能力のある事業者への施業集約化や機械化・デジタル技術の

活用等による生産性の向上を進めていく必要がある。森林経営管理制度の円滑な運用

や、林地台帳の着実な整備、所有者・境界の明確化等の施業集約化に向けた取組を現

場に着実に浸透させるとともに、高性能林業機械を用いた作業システムや川上から川

下までの事業者が連携した効率的なサプライチェーンの構築など、生産性を向上させ

る取組を幅広く展開していくことが重要である。さらには、地球温暖化対策やＳＤＧ

ｓ、ＥＳＧ投資といった木材利用の価値を見直す動きや、いわゆるウッドショックの

影響による国産材の需要増にうまく対応しながら、それらを好機と捉え、中高層建築

物や低層非住宅建築物等の木造化・木質化など、木材需要を創出・拡大し、新たな部材

の開発・普及や、認証制度の普及等、国産材の利活用を促進する取組を意欲的に進め

る必要がある。 

水産分野については、世界的には水産物需要の拡大に伴い成長分野と考えられてい

る一方、我が国では漁業・養殖業の生産量や漁業就業者数が長期的な減少傾向にある。

令和２年の漁業・養殖業の生産量は 423万トンとピーク時（昭和 59年：1,282万トン）

の約３分の１、同年の漁業就業者数は 13.6万人と調査開始時（昭和 36 年：69.9万人）

の約５分の１となっている。こうした情勢の中、水産資源管理の高度化と水産業の成

長産業化を両立させ、漁業者の所得向上を図る必要があるが、カツオ窃盗事件やアサ

リ産地偽装のほかにもクロマグロの漁獲量未報告が疑われる事案や一部の漁業協同組

合（以下「漁協」という。）における独占禁止法違反につながるおそれがある行為等、

水産業全体で複数の不祥事・不正行為が発覚しており、法令遵守を含む水産現場のガ

バナンス強化は喫緊の課題である。これらの問題は、漁業者だけの問題ではなく、流

通事業者や消費者も含めた、水産に関するサプライチェーン全体で向き合わなければ

ならない課題である。このような内的・外的要因を踏まえ、約 70年ぶりに抜本改正さ

れた漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「改正漁業法」という。）の適切な制度運

用、漁業者の所得向上に向けた漁協のガバナンス強化、ＩＵＵ（Illegal Unreported 

Unregulated：違法・無報告・無規制）漁業の撲滅、高付加価値創出に向けた水産物に

関する自主的なトレーサビリティの取組、ＩＣＴ・ＡＩ等を活用したスマート水産業

の社会実装に向けた取組等を推進することが重要である。 

以上の観点から、今後取り組むべき規制改革項目を以下のとおり取りまとめた。 

 

（1）個人事業主の事業承継時の手続簡素化 

【可能な限り速やかに法案提出】 

＜基本的考え方＞ 

個人事業主の高齢化が進み、早期の事業承継が喫緊の課題となる中、個人事業

主の事業承継時の手続については、相続の場合と同様に簡素な届出で許認可等が

承継できるよう、必要な見直しが進められてきた。 

飲食店等の食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）に定める 32 業種、理・美容

業、クリーニング業及び旅館業等における個人事業主についても、添付書類の削
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減等の簡素化が進められているが、地域産業を担う個人事業主の活性化・生産性

向上を図る観点から、速やかに相続の場合と同等の簡素化を実現すべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

厚生労働省は、令和２年７月の規制改革実施計画に基づき、飲食店等の食品衛

生法（昭和 22年法律第 233号）に定める 32業種、理・美容業、クリーニング業

及び旅館業における個人事業主の事業承継時の手続に関し、更なる簡素化を実現

するために法律案を可能な限り速やかに国会に提出し、相続の場合と同等の簡素

化を実現する。 

 

（2）地方経済の課題解決や地方創生に資する民泊サービスの推進 

＜基本的考え方＞ 

住宅宿泊事業は、空き家などの遊休資産の有効活用、ホテル・旅館などの宿泊

施設が不足している地域における新たな観光需要の創出など地方創生に寄与す

る効果が期待されている。 

このような中、地方において空き家の住宅を活用した住宅宿泊事業の用に供す

る物件を管理する住宅宿泊管理業者への参入を促進し、担い手を確保することで、

観光旅客の宿泊需要や多様化する宿泊ニーズに対応していくことが重要である。 

また、住宅宿泊事業を地方で推進していく上では、住宅宿泊事業の実施に必要

な申請手続の簡素化や申請書類の廃止・簡素化、申請手続のオンライン化の推進

等にも引き続き取り組んでいくことが求められる。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

ア 地方における住宅宿泊管理業の担い手確保 

【令和４年度検討・結論、令和５年度措置】 

国土交通省は、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件とし

て、例えば所定の講習の受講修了者も新たに認めるなどの具体的な方策について、

関係者とも連携しながら検討を行い、必要な措置を行う。 

 

イ 申請手続の簡素化・オンライン化の推進等 

【a：引き続き検討を進め、結論を得次第速やかに措置、b～d：措置済み】 

a 観光庁及び厚生労働省は、ユーザー目線に立って、住宅宿泊事業の届出に必

要とされる書類を精査し、可能なものから順次、廃止又は簡素化する。 

b 観光庁及び厚生労働省は、民泊制度運営システムを改修し、住宅宿泊事業者

による欠格事由に該当しないことを誓約する書面及び住宅宿泊事業法（平成29

年法律第 65 号）の安全措置に関するチェックリストの確認について、書類の

添付ではなくチェックボックスへの直接入力を可能とする。 
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c 観光庁及び厚生労働省は、民泊制度運営システムを改修し、住宅宿泊事業者

の届出に関する申請事項が入力された様式の電子ファイルを追加的にアップ

ロードする必要がないように対応する。 

d 観光庁及び厚生労働省は、地方公共団体が民泊に関連して独自に制定してい

る条例の内容を調査し、その結果をホームページに掲載することを通じて、各

条例の規定の趣旨を明確化し、地方公共団体にも調査結果を周知する。 

 

（3）農業者の成長段階に応じた資金調達の円滑化 

【令和４年措置】 

＜基本的考え方＞ 

農業従事者の高齢化・減少により、農業の存続自体が危ぶまれる中、地域産業

の活性化や農業所得の向上を実現していくためには、意欲ある農業者が、農業経

営の規模拡大や６次産業化、スマート農業の促進、輸出等の国際展開などを企図

する際、その成長段階に応じて円滑に資金調達を行えることが重要である。若者

を惹きつけ、農業を魅力的な産業にしていくためにも、意欲ある農業者が将来展

望を持ちながら農業経営を進められる環境を整備することが求められる。 

資金調達には融資や出資等の手段が存在するが、出資に関しては、農地法（昭

和 27 年法律第 229 号）第２条第３項において農地所有適格法人としての要件が

規定されており、株式会社のうち会社法（平成 17年法律第 86 号）上の公開会社

は農地を所有することが認められていない（法人形態要件）ほか、総議決権の過

半を農業関係者が保有しなければならない（議決権要件）等の規制がある。 

農業者が事業拡大の段階に至り、設備投資に必要な資金を調達する際、融資で

は必要額を賄えない、返済リスクが生じる等の理由から出資を希望しようとして

も、議決権要件が足枷となり、株式発行による資金調達が実質的に困難であると

いう声がある。また、法人形態要件で株式の譲渡が制限されているため、農業者

がＩＰＯやＭ＆Ａといった柔軟な出口戦略を描けないという声があるほか、農業

分野への投資を検討する投資家にとっても、これらの規制に起因して投資インセ

ンティブが他産業より劣後することから、結果として農業者の資金調達を困難に

している側面があると考えられる。 

意欲的な若者や農業ベンチャー等が、更なる成長や事業拡大を企図する際に、

資金調達の手段を柔軟に選択できるようにするための措置について、農業関係者

による農地等に係る決定権の確保や農村現場の懸念払拭措置と併せて検討する

必要がある。 

 

＜実施事項＞ 

農林水産省は、地域に根差した農地所有適格法人が、地元の信頼を得ながら実績

をあげ、さらに農業の成長産業化に取り組もうとする場合、農業関係者による農地

等に係る決定権の確保や農村現場の懸念払拭措置を講じた上で、出資による資金

調達を柔軟に行えるようにする。特に、意欲的な若者による農業ベンチャー等の更
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なる成長や、事業の拡大を企図する農業者が自ら望む場合に、資金調達手段を柔軟

に選択可能とするため、令和３年６月の閣議決定を踏まえ、食料安全保障を念頭に

現場の様々な懸念を払拭する措置等を引き続き検討する。 

 

（4）農地利用の最適化の推進 

【a,d,g：令和４年度措置、b：令和４年度検討・結論・措置、 

c：法律の施行後順次措置、e,h：令和４年度以降順次措置、 

f：令和５年度措置】 

＜基本的考え方＞ 

我が国において高齢化・人口減少が本格化する中、農業者の減少や耕作放棄地

の拡大は更に加速化し、地域の現場では農地の受け手が不足するなど、農地が適

切に利用されなくなる懸念が顕在化している。今後、スマート農業等を進める上

でも農業生産を効率化するためには、分散した農地を一団の形で集約化するとと

もに、意欲と能力のある担い手に集積していくことが重要である。 

平成 27年に農業委員会等に関する法律（昭和 26年法律第 88 号）が改正され、

農地利用の最適化（担い手への集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規

参入の促進）が農業委員会の業務として法定化された。農業委員会は、その活動

によって農地利用の最適化にどれだけ貢献したのかを可視化できるよう、最適化

活動に関し適切な目標を設定するとともに、その結果を点検・評価し公表するな

ど、ＰＤＣＡサイクルの実践を通じて、自らの説明責任を果たしていくことが求

められる。 

令和５年までに全農地の８割を担い手に集積するという目標については、令和

２年時点で 58.0％である実績との乖離が著しい。今期通常国会で成立した農業

経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律において、人・農地プランを市町村

の地域計画として法定化するとともに、ＥＢＰＭの考え方を踏まえるほか、地域

計画ごとに農村現場の実態も十分踏まえた上で、農業を担う者、目標とする農地

の集積、集約化その他の農地の効率的かつ総合的な利用の姿を明確化することが

重要である。また、地域計画の策定に当たっては、新規参入者を含む担い手情報

のデータべースを構築するべきである。 

農地利用の最適化を推進する上では、デジタル基盤としての eMAFF地図を活用

することが不可欠である。現場業務の省力化等に向けて、各台帳間のデータの紐

付けを進めるとともに、衛星データや地域経済データ等を保有する外部システム

との連携も視野に入れ、eMAFF地図の有用性を更に向上していくべきである。 

今後、eMAFF地図が本格的に運用開始されるに当たっては、農業委員会が農業

委員会サポートシステムのデータを遺漏なく更新することが欠かせない。令和２

年度決算検査報告での指摘も踏まえ、月一回以上、データを更新している農業委

員会の割合は、指摘時点（令和元年７月）の約 30％から令和３年 12月時点で約

70％まで上昇したところであるが、引き続き、農林水産省は、全国農業会議所等

の関係機関と連携し、必要な情報更新を徹底するとともに、eMAFF 地図を最大活
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用できる体制を構築する必要がある。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 農林水産省は、「農業委員会による最適化活動の推進等について」（令和４年

２月２日付３経営第 2584 号農林水産省経営局長通知）に基づき、農業委員会

の最適化活動の点検・評価等が確実に行われるようにフォローする。 

b 農林水産省は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律において、

目標地図を含む地域計画については、省令で定める基準に適合するものである

こととしているが、この地域計画の基準では、農村現場の実態を十分踏まえた

上で、農業を担う者の考え方及び目標とする農地の集積、集約化その他の農地

の効率的かつ総合的な利用の姿に関する事項を定めることとする。 

c 農林水産省は、各市町村における地域計画の策定の進捗をフォローするとと

もに、先進的な策定の取組事例を公表する。 

d 農林水産省は、地域の内外を問わず、新規参入者を含む候補者リストの作成

が可能なデータベースの構築を進める。 

e 農林水産省は、農業現場で求められる農地情報や関係府省のデータベースが

具備する機能（今後開発される機能を含む。）を確認しながら、eMAFF地図の活

用が進むよう、他のシステムとの連携を随時進める。 

f 農林水産省は、複数の地方公共団体における実証の結果も踏まえ、農地台帳、

水田台帳等の現場の農地情報と筆ポリゴン等の地理情報の紐付けを行う手法

の改善を行いながら、令和５年度までに、全国のほとんどの地方公共団体で紐

付け作業を完了させる。また、土地改良施設（ダム、堰、用排水路等）などの

情報についても、eMAFF地図にデータを組み込む方向性で検討し、令和５年度

中に結論を得る。なお、eMAFF地図による現場の農地情報の一元化を進めるに

当たっては、農地情報を取り扱う行政手続に係る業務プロセスの見直しを行う。 

g 農林水産省は、全国農業会議所・都道府県農業会議と連携し、①エクセルを

活用した複数筆の情報をまとめて入力できる機能の活用、②リモートでの操作

支援や巡回操作指導を徹底することにより、農業委員会によって農業委員会サ

ポートシステムの農地情報が適切に更新されるようフォローする。 

h 農林水産省は、農業現場において eMAFF 地図の活用が進むよう、eMAFF チャ

ットツールを活用して現場の要望を随時把握し、その内容を踏まえ、地方公共

団体、全国農業会議所等の関係機関と連携しながら、必要なシステム改修や制

度の運用改善を行う。 

 

（5）農業用施設の建設に係る規制の見直し 

【令和５年上期措置】 

＜基本的考え方＞ 

農業の成長産業化のためには、６次産業化などの経営発展を企図する農業者が、
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農業用施設や農畜産物の加工・販売施設を柔軟に設置拡大できるようにすること

が重要である。農林水産省の６次産業化総合調査によると、農業関連の加工・直

売事業の総販売額は、平成 29 年度まで増加傾向にあったが、令和元年度には前

年度比 1.3％減の２兆 733億円と微減に転じており、現場の農業者からは必要な

施設を設置する際、農地転用許可に係る手続負担が大きいとの声がある。 

現行の農地法施行規則第 29 条第１号では、２ａ未満の農地を農業用施設に転

用する際、農地転用許可が不要となっているが、昭和 45 年以降、本特例の見直

しは行われていない。令和元年６月の規制改革実施計画に基づき行われた農林水

産省調査では、1,839 件の農業者のうち、556 件の農業者（30％）が「面積２ａ

が小さすぎる」と答えている。また、農業者が６次産業化を目指して、顧客を畑

などに呼び込み、サービス提供や加工品の直売をする場合、駐車場に加え、加工・

販売施設等が必要となるが、「農地法の運用について」（平成 21 年 12 月 11 日農

林水産省経営局長・農村振興局長連名通知）では、２ａ未満の農業用施設は農地

転用許可が不要とされる一方、農畜産物の加工・販売施設については農地転用許

可が必要とされている。農林水産省調査では、農業者の 40％（737件）が農畜産

物の加工・販売施設を特例の対象として「認めるべき」と答えている。 

令和３年６月の規制改革実施計画に基づき、農地転用許可手続のワンストップ

化の措置として、今期通常国会で農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法

律が成立したところだが、農林水産省は、農業者の手続負担を軽減するため、本

特例条件の更なる見直しを検討する必要がある。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

農林水産省は、今期通常国会で農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法

律が成立したことを踏まえ、農業用施設及び農畜産物の加工・販売施設の設置に

ついて、地域の効率的な農地利用に配慮し、農業経営改善計画の認定制度を活用

した農地転用許可手続のワンストップ化の措置を講ずる。あわせて、農地転用許

可手続の負担を軽減するため、認定農業者が農地転用許可を受けずに設置できる

農業用施設の面積（現行２ａ未満）の拡大や農畜産物の加工・販売施設への拡大

について検討を行い、農地転用許可手続のワンストップ化の措置の施行に併せて

必要な措置を講ずる。 

 

（6）農地の違反転用等の課題 

【a：令和４年措置、b：令和４年度上期措置、c～h：令和４年度措置】 

＜基本的考え方＞ 

限られた生産基盤である農地を有効活用するためには、農地法の執行状況や農

地規制の在り方を不断に検証することが重要である。農地の違反転用については、

農地転用全体に占める発生割合が約 1.7％と低いものの、当該年に発見された違

反転用の８割以上が事後的に追認許可される状況が常態化していたことを踏ま
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え、令和３年６月の規制改革実施計画において、農林水産省が全国的な実態調査

を行うこととされた。 

同調査の結果によると、違反転用の約７割が農業者以外によるものであり、発

生要因の大宗は農地転用許可制度の不知・誤認によるものであった。また、当該

年に発見された違反転用の約７割が５年以上前の発生案件であり、発見が遅れる

ほど是正困難になることから、早期発見の重要性が確認された。追認許可案件に

ついては、９割以上が手続誤り等に起因する適正なものであったが、安易な追認

許可が疑われる不適正なものも一部で確認された。また、長期未是正案件につい

ては、今後も是正が見込めない案件が全体の約５割を占め、半数以上の地方公共

団体が是正措置に消極的になっていることも確認された。これら調査結果を踏ま

え、違反転用の発生防止や早期発見等を強化するためには、規制所管府省が縦割

りを排し、横断的に連携することで、実効性のある対策を講ずることが重要であ

る。あわせて、デジタル技術も活用し、効果的で効率的な農地の監視手法を検討

する必要がある。 

農地転用許可の手続全般については、一部の都道府県・指定市町村において、

法令や審査基準の根拠が不明確なローカルルール（新たに取得した農地は３年以

上耕作しなければならない、近隣土地所有者の同意書を一律に添付しなければな

らない等）が確認されているほか、法令上許容される範囲で独自基準を定めてい

る都道府県・指定市町村においても、行政手続法第５条第３項の規定上、審査基

準を公にしなければならないとされているところ、当該審査基準が公表されてい

ないといった不適正な運用が確認されている。農地転用許可制度に係る不適正な

ローカルルールや運用のばらつきを解消するためには、制度周知を徹底し、その

浸透を図ることが求められる。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 農林水産省は、農地の違反転用を是正するため、追認許可を行う場合の追認

許可が認められる基準及びその適用の考え方について通知を発出し、農業委員

会、都道府県知事等に周知する。 

b 農林水産省は、長期未是正案件が解消に至った優良事例を取りまとめ、地方

公共団体に周知するとともに、長期未是正案件について、継続的に是正の取組

を行い、その解消に努めるよう指導通知を発出する。 

c 農林水産省は、国土交通省と連携し、農地転用許可制度の遵守を徹底させる

ため、農地転用に関わる機会を有する主な事業者に対して当該制度を周知する

とともに、建築確認申請に係る部局と農地転用許可申請に係る部局との連携の

在り方について検討し、違反転用の発生防止・早期発見・早期是正に必要な措

置を講ずる。 

d 農林水産省は、経済産業省と連携し、農地転用許可制度の遵守を徹底させる

ため、農地転用に関わる機会を有する主な事業者に対して当該制度を周知する
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とともに、ＦＩＴ認定に係る部局と農地転用許可申請に係る部局との連携の在

り方について検討し、違反転用の発生防止・早期発見・早期是正に必要な措置

を講ずる。 

e 農林水産省は、法務省と連携し、農地転用許可制度について、法務局におけ

る周知や関係団体を通じた周知を行うための措置を講ずる。 

f 農林水産省は、総務省と連携し、固定資産課税台帳に係る情報の農業委員会

への提供について、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）上の守秘義務との関

係を整理した上で検討を行い、必要な措置を講ずる。 

g 農林水産省は、人工衛星画像を用いた違反転用の監視への活用可能性につい

て、地方公共団体における導入に向け、実証実験を進め、その結果を踏まえ、

地方公共団体での活用手順について検討を行う。また、違反転用に係る情報を

農業委員会が効率的に集約し、効果的な監視活動を行うためのデジタル技術の

普及について検討する。 

h 農林水産省は、「農地転用許可事務の適正化及び簡素化について」（令和４年

３月 31日付３農振第 3013号農林水産省農村振興局長通知）に基づき、地方公

共団体における農地転用許可制度上の根拠規定が不明瞭な独自基準の改善状

況及び審査基準の公表状況を把握するため、フォローアップ調査を行う。【再

掲】 

 

（7）トラクターの公道走行に係る手続の簡素化 

【a：措置済み、b：（前段）令和４年度措置、（後段）措置済み、 

c,d：令和４年度措置、e：（前段）令和４年度措置、（後段）措置済み】 

＜基本的考え方＞ 

令和元年６月の規制改革実施計画において、農業の生産性向上の観点から、農

業者が散在する圃場間をトラクターで移動する際、一定の重量・寸法を超えない

ものについては、農機等の着脱を行うことなく装着・牽引したまま、道路運送車

両法（昭和 26年法律第 185号）、道路法（昭和 27年法律第 180 号）、道路交通法

（昭和 35 年法律第 105 号）等の法規制に違反することなく、公道や農道を走行

することが可能となる枠組みが構築された。 

道路法では、一定の重量・寸法（幅 2.5ｍ、長さ 12ｍ等）を超える車両が道路

を通行する場合、道路管理者から特殊車両通行許可を取得する必要がある。農耕

トラクターは、建設機械やセミトレーラなどの特殊車両とは使用実態・車両諸元

が異なる中、特殊車両通行許可に必要な書類は多岐にわたり、一般の農業者には

手続が専門的で煩雑すぎるといった声があるほか、特殊車両通行許可制度のオン

ライン申請システムや申請マニュアルについても、農耕トラクターが想定されて

いないなど、農業者が申請しやすい環境が整備されていない。都道府県・市町村

では、令和２年度の許可件数 321件のうち、オンライン申請の実績はわずか１件

にとどまっている。 

一般社団法人日本農業機械工業会の調査によると、過去 10 年間の特殊車両に
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該当する農耕トラクターの国内出荷台数は９万台以上の実績があり、令和３年６

月の規制改革実施計画において、その使用実態を調査し、申請手続の簡素化を検

討することとされた。措置に当たっては、農業の現場実態に即した手続となるよ

う申請の在り方を見直し、農業者が申請しやすい環境を整備する必要がある。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a  国土交通省は、農林水産省と連携し、農業者に対して、特殊車両通行許可の

手続負担やオンライン申請の課題などに関するヒアリング調査を実施し、調査

結果を取りまとめる。 

b 国土交通省は、a のヒアリング調査の結果を踏まえ、特殊車両通行許可にお

いて、複数車両の一括許可や、エリア等を限定した包括的な許可の仕組みを検

討するなど、農業の現場実態に即した手続となるよう申請の在り方を見直し、

必要な措置を講ずる。また、特殊車両通行許可申請における農業者の負担を軽

減するため、農林水産省は、農耕トラクター等の型番に紐付く車両諸元情報の

一覧を作成・管理し、国土交通省は、各道路管理者へ情報展開することで、農

業者が申請しやすい環境を整備する。 

c 国土交通省は、a のヒアリング調査の結果を踏まえ、特殊車両通行許可のオ

ンライン申請システムにおいて、農耕トラクター等の型番に紐づく車両諸元情

報の一覧を活用し、農業者の車両諸元情報の入力手続を簡便化するための方策

を検討する。 

d 国土交通省は、a のヒアリング調査の結果を踏まえ、特殊車両通行許可のオ

ンライン申請システムにおいて、農機等を装着・牽引する農耕トラクターを想

定したプルダウンメニューの追加など、農業者の申請環境を改善するための必

要なシステム改修を実施する。あわせて、農業者の手続負担の軽減及び利便性

向上のため、過去に申請許可された経路データを蓄積・活用し、未収録路線の

削減に向けた取組等を進めるとともに、地方公共団体へのオンライン申請が可

能となるよう、地方公共団体に対して自治体申請システムの導入促進に関する

周知を徹底するなど、連携を行う。 

e 国土交通省及び農林水産省は、農業者の特殊車両通行許可制度の認知及び理

解を促進し、現場への浸透を図るため、販売店チャネル等を活用し、積極的な

制度周知を行う。また、国土交通省は、各道路管理者が農業者に対して、自動

車検査証の写しに代えて、車両諸元情報の記載のあるカタログ等を添付書類と

することができることや不必要な書類提出を求めないことを再度周知徹底す

る。 

 

（8）牛乳・乳製品の生産・流通に関する規制改革 

【令和４年度措置】 

＜基本的考え方＞ 
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牛乳・乳製品の原料である生乳は、毎日生産され機動的な生産調整が困難であ

り、腐敗しやすく貯蔵性がない、需給の季節変動が生じる等の特徴がある。その

ため、生乳取引においては、個々の酪農家の立場が弱くなることから協同組合が

組織され、効率的に個々の酪農家から集乳するため、指定生乳生産者団体による

一元集荷・多元販売の体制が確立されてきた。 

そうした中、酪農家が生乳の出荷先等を自由に選べる環境を実現し、付加価値

を高めた牛乳・乳製品の開発製造、販売などの酪農家の創意工夫を生かせる環境

を整備するため、指定生乳生産者団体制度や加工原料乳生産者補給金の交付対象

の在り方の抜本的改革として、畜産経営の安定に関する法律（昭和 36 年法律第

183 号）及び独立行政法人農畜産業振興機構法（平成 14 年法律第 126 号）の改

正（平成 30年４月施行）がなされた。 

しかし、制度的な独占は解除されたものの、依然として、指定生乳生産者団体

等による独占禁止法上問題となるおそれがある行為が行われている可能性があ

ったことから、取引の自由度を高め、適正な取引環境を整備するため、令和３年

６月の規制改革実施計画に基づき、酪農家、乳業メーカー、チーズ工房を対象に、

制度改正後の生乳取引実態の全国調査が実施された。 

調査の結果、酪農家の出荷先の選択や乳業メーカーの調達先の選択に対して、

指定生乳生産者団体等による不適正な取引が疑われる事例が報告され、その原因

として、新たな生乳流通制度や独占禁止法等の関係法令に対する理解や対応が不

十分であり、基本的な取引ルールが浸透していないことが考えられる。不適正な

生乳取引の発生を防止するためには、新たに作成した「生乳の適正取引推進ガイ

ドライン」の周知や、組織の代表者によるコンプライアンスに関する対外的なメ

ッセージ発信、相談窓口の設置及び周知等を行い、酪農・乳業に関わる全ての関

係者への理解浸透を徹底していく必要がある。 

農林水産省が作成した、農業協同組合（以下「農協」という。）が受託販売を

拒否できることを示した「指定事業者が生乳取引を拒否できるルール違反の事例

集」については、酪農家の自由な取引を萎縮させているとの声があったことから、

全国調査で実態を把握し、結果を踏まえて見直しを行い、新たに「酪農経営の安

定のための生乳取引に向けて」のパンフレットが作成された。「生乳の適正取引

推進ガイドライン」に加えて、「酪農経営の安定のための生乳取引に向けて」の

パンフレットを活用するなどして、酪農・乳業に関わる全ての関係者への理解の

浸透を図り、その状況を定量的に把握し、必要に応じて内容の見直しを行うなど、

適正で透明な取引環境の整備に向けた継続的な改善が必要である。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 農林水産省は、酪農・乳業に関わる全ての関係者に対して、新たに作成した

「生乳の適正取引推進ガイドライン」や「酪農経営の安定のための生乳取引に

向けて」のパンフレットが認知されるよう周知徹底を図るとともに、公正取引
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委員会と連携して、研修や説明会を開催し、ガイドライン等の内容の浸透や相

談窓口の周知など、不適正な取引の発生を防止するための取組を行う。なお、

研修や説明会は、指定生乳生産者団体や農協と共催するなどのほか、独占禁止

法等の遵守について、組織の代表者が対外的なメッセージの発信を行うよう指

導する。 

b 農林水産省は、酪農家や乳業メーカー等への直接アンケートなどにより、ガ

イドライン等の浸透状況の定量的な把握や、生乳取引の実態把握を行い、必要

に応じてガイドライン等の見直しを行う。 

c 農林水産省は、全国実態調査の結果を活用し、平成 30年の制度改正を受けた

酪農家の取引行動の変化等を分析・把握し、研修や説明会等において、分析結

果の共有や好事例の横展開を行う。 

d  農林水産省は、高齢化や人口減少等を踏まえた中長期的な将来の市場動向や

需給変化も踏まえつつ、新たな補給金制度の下、需要拡大、乳業メーカーによ

る指定生乳生産者団体に限らない調達ルートを通じた多様な酪農家との積極

的な取引、乳業メーカー等における需給調整力強化等の生乳需給のミスマッチ

の解消を後押しする方策や、６次産業化、差別化等の牛乳・乳製品の市場活性

化や価値向上の方策を検討し、必要な措置を講ずる。 

 

（9）畜舎に関する規制の見直し 

【a：令和４年度上期検討・結論、令和４年度措置、 

b：aの結論を踏まえて、令和４年度下期必要に応じて検討】 

＜基本的考え方＞ 

我が国の和牛、乳製品を始めとする畜産物の輸出は、2021 年に 872 億円とな

っている。農林水産省は、2030年に約５倍の 4,676億円の目標を掲げており、そ

の国際競争力をいかに引き上げていくかは、重要な課題である。 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）における畜舎の建築基準については、

平成９年から累次の緩和が行われたが、引き続き畜舎の建築コストが高く、畜産

業の競争力を阻害していると、事業者からの不満の声がある。農林水産省は、令

和２年２月から５月まで、畜産農家、畜産団体、建築士等を委員とする「新しい

畜舎建築基準等のあり方に関する検討委員会」を開催し、同年７月の規制改革実

施計画では、当該検討委員会が取りまとめた「中間取りまとめ」の内容を実現す

るため、所要の法律案を整備することとされた。これを踏まえて、令和３年５月

12日、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律（令和３年法律第 34号。以

下「畜舎特例法」という。）が成立し、同年５月 19日公布、令和４年４月１日に

施行された。 

しかし、大規模畜産農家などの場合、畜舎とは別に保管庫を設置することが多

く、畜舎特例法の対象には農業用機械や飼料・敷料の保管庫が含まれていないこ

とから、畜舎特例法のメリットが十分に行き渡らないとの声がある。 

畜舎の利用に関する利用基準を遵守することで、構造等に関する技術基準を建
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築基準法の基準より緩和しても安全性が担保できるという畜舎特例法の考え方

を踏まえ、畜舎特例法の効果をより畜産業の国際競争力強化という法の目的に資

するものとするため、現場のニーズを踏まえた上での畜舎特例法に基づく新制度

（以下「新制度」という。）の改善に向けた検討が引き続き必要である。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 農林水産省は、国土交通省と連携し、畜産業の国際競争力強化に向けた更な

るコスト削減のため、畜舎の利用に関する利用基準を遵守することで、構造等

に関する技術基準を建築基準法の基準より緩和しても安全性が担保できると

いう畜舎特例法の考え方を踏まえ、新制度における「畜舎等」の対象に、畜産

業の用に供する農業用機械や飼料・敷料の保管庫等を追加することについて、

事業者の意見を聴取した上で検討し、速やかに結論を得るとともに、新制度の

見直しに向けて必要な措置を講ずる。 

b 総務省は、上記の結論を踏まえて、必要に応じて消防法（昭和 23年法律第 186

号）に基づく規制の見直しについて検討し、必要な措置を講ずる。 

 

（10）林業の成長産業化に向けた改革の推進 

ア 森林経営管理制度 

【令和４年度措置】 

＜基本的考え方＞ 

国内の森林資源が利用期を迎える一方で、長期的な林業の低迷や森林所有者の

世代交代等に伴う所有者不明や境界不明確といった課題から、適切な経営管理が

行われていない森林の存在が問題となっている。そのため、平成 31 年 4 月に森

林経営管理法（平成 30年法律第 35号）が施行され、新たな森林経営管理制度が

創設された。この制度では、市町村が森林所有者に対して意向調査を行った上で、

希望があった場合に経営管理権を設定し、意欲と能力のある林業経営者に集積・

集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が公的に管理を行

う。また、所有者不明森林については、探索・公告等の一定の手続を経て、市町

村が経営管理の委託を受けることができることとなった。 

令和２年度末時点で、意向調査の準備作業を含め、私有人工林のある市町村の

約８割（1,201市町村）で森林経営管理制度に係る取組が行われており、約 40万

ha の森林に対して意向調査が実施され、経営管理権集積計画が約 3,500ha で策

定されている。一方で、市町村の委託を受けて民間事業者が伐採等を実施する経

営管理実施権が設定された面積は約 300haとなっており、市町村における林務担

当職員の不足等により、意欲と能力のある林業経営者への森林の集積・集約化が

進んでいない懸念がある。本制度を円滑に進めるためには、地域林政アドバイザ

ー制度の活用促進や市町村を支援する技術者の養成など、制度実施主体である市

町村のマンパワー不足や能力向上への対応が必要である。 
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所有者不明森林に係る取組については、令和２年度に所有者探索及び公告に取

り組んだのは 51 市町村であり、新たな業務に対するノウハウがなく、財産権を

制限することへの心理的不安があることなどに起因し、集積・集約化が達成され

た実績は１件となっている。また、固定資産課税台帳の内部利用のための制度改

正のように、行政機関内部の情報連携等により森林所有者の特定や境界の明確化

を進める取組が行われているが、こうした取組がしっかり現場に浸透し活用され

ているかの把握がなされていない。森林経営管理制度の特例措置が適切に運用さ

れ、市町村の担当職員が積極的に取り組むことができる環境を整備する必要があ

る。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 農林水産省は、森林経営管理制度の取組を進め、森林の集積・集約化目標を

達成するため、各年のＫＰＩを設定し、必要な措置を講ずる。 

b 農林水産省は、所有者不明森林について、探索や公告等により経営管理権を

設定する特例措置を行う市町村の実施に向けた障害要因を取り除くため、法律

の専門家を交え、特例措置活用の考え方や留意点等を整理したガイドラインの

作成、探索のノウハウや工程等の知見の調査・整理を実施し、市町村に対して

丁寧に説明や周知を行う。 

c 農林水産省は、森林所有者を特定するための固定資産課税台帳等の公的書類

の内部利用について、適切かつ有効に運用されるため、市町村における活用状

況を調査し、現場目線の課題を把握した上で、優良事例の横展開や助言・指導

を行う。 

 

イ 国産材の利活用 

【a：令和４年上期措置、 

b：（前段）措置済み、（後段）令和４年度上期措置、 

c：（前段）措置済み、（後段）令和５年度措置、d：措置済み】 

＜基本的考え方＞ 

国内の木材需要量は、住宅着工戸数の減少等を背景として長期的には減少傾向

にあるものの近年は回復傾向であり、木材自給率は上昇を続けている。充実する

国内の森林資源を適切に利用・循環させ、国産材を利活用していくためには、木

材需要を維持・拡大していくことが重要である。 

木材需要の相当部分を占める低層住宅については、国産材の利用割合が低い部

材等において国産材活用を進めるほか、現在木材がほとんど活用されていない非

住宅・中高層建築物については、木造化・木質化、リフォーム等での需要創出を

進めていく必要がある。これまで、平成 30 年６月の規制改革実施計画等により

木材利活用の環境整備が一定程度進んできたものの、「必要な時に必要な量を確

保できない」「外国産材に比べて価格が高い」といった声があり、国産材利活用

に向けた課題を解消するための取組を引き続き行う必要がある。また、非住宅・

中高層住宅分野では、木質部材や木造に詳しい設計者が少なく、品質性能を確保
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するＪＡＳ（Japanese Agricultural Standard）認証やＣＬＴ（Cross Laminated 

Timber：直交集成板）等の新たな建築用木材の普及等の課題があり、関係府省庁

や民間事業者と連携しながら、個別の課題を解決していく必要がある。 

上記の取組を着実に進めるため、国産材の需要を拡大していくための体系的な

指標の整理を行うとともに、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等に

おける木材の利用の促進に関する法律」（平成 22 年法律第 36 号）や、地球温暖

化対策やＳＤＧｓといった新たな意義や社会の変化も踏まえながら、国産材の利

活用を推し進めていく必要がある。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 農林水産省は、森林・林業基本計画（令和３年６月 15日閣議決定）で定める

建築用材等における国産材利用量の目標を踏まえ、関係府省庁と連携し、国産

材の需要拡大のためのロジックツリーを明らかにした上で、ＫＰＩを設定する。

また、ＫＰＩは、有識者の知見の活用や適切なデータ収集方法の確立により、

リノベーション等の新たな分野を含めて、需要拡大に必要な項目を精査し、設

定する。 

b 農林水産省は、木材製品単位のＪＡＳ認証を可能とするため、破壊検査をせ

ずとも含水率を計測可能な手法について、ＦＡＭＩＣ（Food and Agricultural 

Materials Inspection Center：独立行政法人農林水産消費安全技術センター）

等による試行的な実証実験を実施し、実験結果を踏まえて、木材製品単位のＪ

ＡＳ認証の導入に向けた必要な措置を講ずる。 

c 農林水産省は、ＣＬＴの利用拡大のため、国土交通省と連携して、基準強度

に新たに７層７プライの区分追加を行うための取組を進め、試験データを速や

かに国土交通省に提供する。また、９層９プライについても、令和５年度まで

に必要な試験を行い、試験データを確認した上で、国土交通省に提供し、区分

追加に向けた取組を行う。 

d 国土交通省は、防耐火構造の大臣認定に係る性能評価の迅速化のため、指定

性能評価機関の指定条件の周知や積極的な機関指定申請を促すなど、試験炉の

混雑解消に向けた方策を検討し、必要な措置を講ずる。 

 

ウ 高性能林業機械の導入促進 

【a～c：令和４年度以降可能なものから順次措置、d：措置済み】 

＜基本的考え方＞ 

林業の成長産業化のためには、国産材の品質、供給、価格の安定化に向けて、

森林経営の集積・集約化を進めつつ、大径化する原木に対応し、林業現場の生産

性を向上することが重要である。近年は、従来のチェーンソーや刈払機等の機械

に比べて作業効率が高い高性能林業機械の導入が増加しており、国内では令和元

年度時点で 10,218 台が保有され、高性能林業機械を活用した作業システムによ
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る木材生産が全体の８割を占める状況となっている。 

しかし、国内で保有されている高性能林業機械はクローラ（キャタピラ）型が

大宗であり、移動速度が速く、機動性に優れ、高い生産性を発揮すると期待され

ているホイール型の普及はわずか 29 台（令和元年度）にとどまっている。ホイ

ール型高性能林業機械に関する情報量が乏しくメリットが正しく認識されてい

ないという課題があるほか、その大きさや形状に合わせて走行・運搬ができる環

境整備を求める声がある。そのため、例えば、灯火の取り外しが可能などといっ

た高性能林業機械の特性を踏まえ、道路運送車両法の保安基準に適合しナンバー

取得ができるように、安全を確保しつつ、道路運送車両法の保安基準を当該林業

機械の特性を踏まえた合理的なものとする等の取組が必要である。 

また、原木の大径化に伴い、伐採や運搬に使用する機械の大型化が見込まれる

が、大型機械の走行・運搬には、道路法や道路交通法等に定められた種々の許可

手続が必要となる場合があり、林業事業者への制度周知や手続のオンライン化・

簡素化にも取り組むべきである。 

林業事業者が生産性の高い高性能林業機械の導入を前向きに検討し、自らの林

業経営を発展させていくための環境を整備するため、規制所管府省が連携し、こ

れらの課題解決に向けた取組を行う必要がある。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 国土交通省及び農林水産省は、ホイール型林業機械の導入を促進するため、

海外の使用実績を調査し、国内において想定される使用形態を整理する。国土

交通省は、結果を踏まえて、農林水産省と連携し、新たなカテゴリーの設定を

含めた道路運送車両法体系における当該林業機械の位置付け等について検討

を行い、灯火器等の着脱、車両の高さや重量、輸送物などの当該林業機械の特

性を踏まえつつ、公道走行を実現するための保安基準等の見直しを行う。また、

本取組を着実に進めるため作成した工程表について、調査結果及び検討結果を

踏まえて必要な更新を行う。 

b 農林水産省は、警察庁と連携し、ホイール型林業機械の導入を促進するため、

林業事業者の免許に関するニーズや課題、免許取得の実態等を調査する。その

上で、警察庁及び農林水産省は、調査結果を踏まえ、林業事業者が林業機械を

運転するための免許を円滑に取得できるよう検討を行い、必要な措置を講ずる。

また、本取組を着実に進めるため作成した工程表について、調査結果及び検討

結果を踏まえて必要な更新を行う。 

c 国土交通省、警察庁及び農林水産省は、相互に連携し、大型林業機械の走行・

運搬に係る手続の申請者が、事前に道路の構造物の高さや幅等の情報を把握し、

申請経路の確認や大型林業機械の導入検討に活用できるよう、既存の公開情報

について周知するとともに、大型林業機械の走行・運搬に必要な道路について、

道路構造物等の情報を公開するための方策を検討し、必要な措置を講ずる。ま
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た、本取組を着実に進めるため作成した工程表について、検討結果を踏まえて

必要な更新を行う。 

・農林水産省は、林業事業者からの要望を把握し、大型林業機械の走行・運搬に

必要な道路を特定し、国土交通省及び警察庁に情報提供を行う。 

・国土交通省は、大型林業機械の走行・運搬に係る手続の申請者の負担軽減のた

め、道路管理者が現場写真等の現地調査確認書を提出させる場合には申請者の

負担を十分に考慮するよう道路管理者に周知するとともに、過去に申請許可さ

れた経路データを蓄積・活用し、申請経路の確認や大型林業機械の導入検討に

活用できる情報の公開、未収録路線の削減に向けた取組等を進める。 

・警察庁は、農林水産省からの情報を踏まえ、大型林業機械の運搬に必要な道路

上における信号機及び道路標識の設置状況を把握し、効果的かつ効率的に必要

な情報を公開するための方策について、農林水産省とともに検討を行い、必要

な措置を講ずる。 

d 農林水産省は、国土交通省及び警察庁と連携し、林業事業者に対して、ホイ

ール型林業機械及び大型林業機械の導入を前向きに検討できるよう、制度概要

や各種申請手続、必要な提出書類等を、分かりやすい動画を作成する等の方法

により、積極的に情報提供を行う。 

 

（11）改正漁業法の制度運用（資源管理） 

【a：令和５年度措置、b,d,e：令和４年度措置、c：令和７年度までに措置】 

＜基本的考え方＞ 

我が国の漁業・養殖業の生産量が長期的な減少傾向にある中、適切な資源管理

の下で、水産業の成長産業化を図る改正漁業法の制度運用を適正に行う必要があ

り、そのために「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」を着実に実施す

ることが求められる。 

また、改正漁業法は、漁獲情報の収集について、大臣許可漁業に加え、知事許

可漁業及び漁業権漁業にも漁獲報告を義務付けることにより、漁獲データの充実

と資源管理の高度化を図ることとしている。漁獲報告は、科学的な資源評価の出

発点であり、資源管理プロセス上極めて重要であることから、令和２年７月の規

制改革実施計画では、改正漁業法における各種の漁獲報告については、ＩＣＴを

活用し、「国や都道府県に対する漁業者からの報告データを国が一元的に集約し、

管理することが可能となるシステムを構築する」こととされた。 

上記のように改正漁業法の制度運用に向けた仕組みの整備は進められている

ものの、実質的な資源管理の運用には大きな課題がある。 

厳格な報告義務が課されるＴＡＣ（Total Allowable Catch）魚種における未

報告が疑われる事案や、水揚げされた漁獲物が未計量のまま搬出される事態など、

様々な不正行為が発生しており、許可を受けた漁業者が果たすべき漁獲報告の義

務の履行に懸念が生じている。 

また、漁獲情報を取得する水揚げ現場の作業員の高齢化や人手不足に対する労
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務負担軽減の取組が進んでおらず、今後更なる労働力不足が見込まれる中で、ス

マート水産業の活用や作業の機械化といった効率化の取組がより一層必要とな

る。 

改正漁業法による数量管理を基本とする新たな資源管理方式において重要な

役割を担う漁獲情報の報告・収集が、適正かつ適切に、そして持続的に行われる

よう、早急に要因の把握・分析及び課題解決に取り組むことが必要である。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 農林水産省は、令和５年度までのＴＡＣ魚種の拡大に向けた「新たな資源管

理の推進に向けたロードマップ」を着実に実施する。 

b 農林水産省は、冷凍カツオにおいて、水揚げされた漁獲物が未計量のまま搬

出され、適正な漁獲報告が行われない事態が発生したことを受けて、同様の事

態が生じないよう、冷凍カツオが水揚げされる漁港及び産地市場においては、

焼津と同じ取組がなされるように、必要な措置を講ずる。また、トラックスケ

ールの設置及び当該トラックスケールの通過を担保するための看板設置によ

る動線整備、市場の出入口等への監視カメラの設置、高度衛生管理の閉鎖場内

で計量から入札まで電子的に行う水揚げ作業の機械化の取組を、全国の漁港及

び産地市場における好事例として横展開を図る。 

c 農林水産省は、国際的に資源管理の強化が求められるＴＡＣ魚種について、

地域や漁業種類により異なる水揚げの実情を踏まえつつ、適正な数量管理を行

うための報告等の適格性を担保するため、違法に採捕された漁獲物の市場流通

を防止するための方策について検討を行い、遅くとも令和７年度までに必要な

措置を講ずる。 

d 農林水産省は、産地市場における水揚げ情報を電子的に収集する体制の構築

に向けて引き続き取り組むとともに、ＩＣＴやＡＩ等のデジタル技術の導入に

より、収集した漁獲量情報を国や都道府県の漁業管理当局内部で共有・活用す

る。 

e 農林水産省は、収集された漁獲量情報（具体的な漁獲地点の情報を除く。）の

一部を個人・法人情報に配慮しつつ公表することにより、資源評価や未利用資

源の開発など民間の技術・知見の活用を促進する方策について、検討を行う。 

 

（12）漁業者の所得向上に向けた漁協のガバナンス強化 

【a：令和４年度措置、b：（前段）令和４年度措置、（後段）令和５年度措置、 

c～e,g,h：令和４年度措置、f：令和５年度措置】 

＜基本的考え方＞ 

法令遵守を始めとするコンプライアンスはビジネスの大前提であり、水産業の

成長産業化のためには、コンプライアンス態勢を構築し、徹底していくことが極

めて重要である。特に漁協は、適切な資源管理の実施等により漁業者の所得向上
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の実現に向けて取り組んでいく上で、漁協がその役割をより一層発揮していくこ

とが求められている。そのような役割を果たすためには、「漁協等向けの総合的

な監督指針（信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。）」（以下「監督指針」

という。）に基づき、漁協の規模等に応じて、コンプライアンス担当役員及び代

表理事を長とするコンプライアンス委員会の設置、コンプライアンス・マニュア

ルの策定・改定、法令等遵守等の研修の実施、役職員の当事者責任及び監督責任

の取り方の明確化、内部通報窓口の設置、内部監査の実施、問題発生時の対処要

領等の策定など、実効性ある監督体制の構築に努める必要がある。 

しかし、足元では漁協職員が当事者となっている焼津漁港冷凍カツオ窃盗事件

を始め、青森県大間町産クロマグロの漁獲報告漏れの疑い、熊本県産表示アサリ

に大量の外国産アサリが混入していた産地偽装問題、ＪＦしまねが平成 29 年か

ら令和３年まで過去５年分の密漁について告訴をせず大部分が刑事責任を問え

なくなった件など、水産業全体で複数の不祥事・不正行為が発覚しており、水産

業の成長産業化を妨げかねない状況となっている。 

また、漁協に関しては、独占禁止法の遵守についても課題がある。令和３年２

月１日の農林水産ワーキング・グループにおいて、系統外出荷の制限や役務提供

を伴わない手数料の徴収など、独占禁止法違反の疑いのある漁協の行為が複数報

告された。これを受けて、同年４月には「漁業協同組合における独占禁止法の遵

守について」（令和３年４月 14 日付３水漁第 69 号水産庁長官通知及び令和３年

４月 15日付２水漁第 69号水産庁長官通知）が発出され、同年６月の規制改革実

施計画において、独占禁止法に違反する行為の根絶に向けた取組を行うことが閣

議決定された。公正取引委員会による調査が行われ、系統外出荷の制限などの疑

いがあったことから、当該行為を行っていた者に対して注意が行われている。問

題のある事例を解説した「水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン」が

同年 11 月に取りまとめられ、一部の地域においては改善が見られた。一方、例

えば、海苔の取引に関して、全量組合出荷を前提とする誓約書が作成・提出され

る事案が見られたほか、一部の都道府県においても、独占禁止法上問題となるお

それのある行為が確認されている。 

以上のような漁協の不祥事・不正行為を根絶するためには、実効性ある監督体

制の構築を行うべきである。特に、独占禁止法の遵守については、監督指針にお

いて、漁協関係者への周知・徹底を図ることとされている「農業協同組合の活動

に関する独占禁止法上の指針」（平成 19年 4月 18日公正取引委員会）によれば、

組合員が生産資材の購入や生産物の出荷をする際に「農業協同組合の事業を利用

するか否かは組合員の自由意思に委ねられている。」とされている。同じく令和

２年に公正取引委員会が作成した「協同組合等における独占禁止法コンプライア

ンスに関する取組状況について」も参考として、漁協の販売事業は組合員自らの

自由意思に委ねられていることを現場に徹底する必要がある。 

さらに、漁協は、法令遵守を含むガバナンス体制の構築に努めるとともに、組

合員の所得向上を図るという重要な役割を担うこととされているが、農林水産省
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が平成 29 年度の沿海地区漁協の業務報告書を調査した結果では、66％の漁協の

事業損益が赤字となっている。漁業の生産量が長期的に減少している中で、鮮度・

品質向上やブランド化等による高付加価値化や、新たな養殖種や養殖場等での新

規漁業開拓等による生産量増加などの創意工夫を生かした付加価値向上につな

がる取組や、漁協のコスト分析の実施等により、漁協が、どのように漁業者の所

得を向上させるか、また、漁協自身がどのように安定した経営を行い、漁業者が

求める必要なサービスの提供等を通じて役割を継続していくかについて、具体的

なＫＰＩの作成等を行い、取組を着実に進める必要がある。以上の基本的考え方

に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 農林水産省は、監督指針に基づき、近年の民間企業の取組を参考に、漁協の

規模等に応じて、コンプライアンス担当役員及び代表理事を長とするコンプラ

イアンス委員会の設置、コンプライアンス・マニュアルの策定・改定、法令等

遵守等の研修の実施、役職員の当事者責任及び監督責任の取り方の明確化、内

部通報窓口の設置、内部監査の実施、問題発生時の対処要領等の策定など、実

効性ある監督体制の構築について、指導監督を行う都道府県と監査を行う全国

漁業協同組合連合会の連携を促しつつ、漁協の法令遵守体制の整備を図るため

助言又は指導を行う。 

b 農林水産省は、公正取引委員会と連携し、不公正な取引とは何かを漁業者等

に周知するため、パンフレット等に、漁協の販売事業は組合員自らの自由意思

に基づいて利用するものであることや漁協が組合員に対して漁協の事業の利

用を強制することは独占禁止法上問題となるおそれがある旨を明記する。 

また、農林水産省は、漁協が独占禁止法に違反する行為及び独占禁止法に違

反するおそれのある行為を行わないことを表明し、独占禁止法を遵守するよう、

都道府県に対して漁協を指導する旨助言する。 

c 農林水産省は、独占禁止法に違反する行為及び独占禁止法に違反するおそれ

のある行為が行われていないかについて、漁業者に対してアンケートを実施し、

漁協が客観的な評価を受ける仕組みを構築する。アンケート結果を踏まえ、必

要に応じて、要因分析を行い、都道府県に対して改善策を検討するよう助言す

る。また、アンケート結果を公正取引委員会と共有する。 

d 公正取引委員会は、アンケート結果に限らず、漁協による独占禁止法に違反

する行為が認められた場合には排除措置命令等、違反のおそれや違反につなが

るおそれがある場合には警告・注意を行うなど、迅速かつ厳正・的確に対処す

る。 

e 農林水産省は、漁協における水産物等の適正取引に関する相談窓口について、

全漁業者が認知できるよう、様々な案内を行い、周知徹底を図る。 

f 農林水産省は、上記 a～eの取組による現場での浸透度合いの成果の調査を行

い、調査結果を踏まえて、翌年度の取組に反映する。 
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g 農林水産省は、令和３年６月の規制改革実施計画に記載された「漁業者の所

得向上へのシナリオが見える漁協のＫＰＩの設定」の趣旨を踏まえ、漁協が、

水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の

増大に最大限の配慮を行うべく、経営状況の改善に関する取組を促すためにＫ

ＰＩを設定する際に参照すべきアクションプランを、漁業実態等に精通した有

識者の意見を聞いた上で、作成し、漁業者団体を通じて、その取組を促進する。 

h 農林水産省は、漁業者の所得向上と漁協の収益向上につながる産地市場の活

性化に向け、買参人の新規参入、販売経路の拡大など市場開設者の取組を促進

するために必要な措置を講ずる。 

 

（13）水産流通適正化法の制度運用等 

【a：令和４年措置、b～d：令和４年度措置】 

＜基本的考え方＞ 

世界の水産物需要が増加する中、我が国の漁業の成長産業化を図るためには、

国内水産物の付加価値向上に併せて国内外のＩＵＵ漁業の排除に向けた取組を

早急に行い、国内外で高まっている水産資源の持続的な利用の要請に応える必要

があることを受け、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、令和２

年 12 月に、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律（令和２年法

律第 79号。以下「水産流通適正化法」という。）が成立し、令和４年 12月から

施行される予定である。 

水産流通適正化法の目的を達成するためには、対象魚種を適切に選定する必要

があるところ、国内において採捕者の届出や漁獲番号等の情報の伝達等が必要と

される特定第一種水産動植物については、当初想定されていたアワビ、ナマコに、

シラスウナギを加え、適法に漁獲されたことを示す外国の政府機関等発行の証明

書等を添付してあるものでなければ輸入できないものとされる特定第二種水産

動植物については、イカ、サンマに加えマイワシ、サバを指定することとなった。

そして、指定基準の指標、対象魚種については、「水産流通適正化制度検討会議」

の議論を踏まえ、２年程度ごとに検証・見直しを行うこととしている。 

また、水産流通適正化法の運用については、漁業者及び事業者の負担を軽減し

つつ、違法漁獲物の事後的な特定を効率的に行う必要がある。そのためには、広

く電子的な方法により記録・伝達ができる環境を整えるべきであるところ、例え

ば、漁業者及び事業者がスマートフォン等を用いて簡易に漁獲番号等の伝達を行

えるシステムの構築や、デジタルインボイスにおける空きのデータ領域に漁獲番

号等を含めることも可能とされていることも活用しながら、漁業者及び事業者の

負担軽減を図る観点からデジタル化の取組を促進していくべきである。 

さらに、マーケットインの発想に基づき先端技術等の活用によって高付加価値

を創出することを推進する、農林水産省の「バリューチェーン改善促進事業」の

取組では、特定地域のブランド化された魚について、ＱＲコードを用いた流通履

歴を消費者に提供することで、魚価を１割程度高める効果が見られたとの結果が
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出ている。こうした民間主導での、ＩＣＴの活用等によるマーケットインの発想

に基づいた高付加価値を創出する取組は既に各地で行われているところであり、

このような自主的なトレーサビリティを含めた、漁業者及び事業者の取組の促進

策を検討すべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 農林水産省は、データ形式等の標準化及び「漁獲番号等伝達システム」の構

築等に加え、デジタル庁と連携して、令和５年 10 月の消費税インボイス制度

への移行に併せて、デジタルインボイスと漁獲番号等のデータ連携等を行う。

あわせて漁業者及び事業者に対して消費税インボイス制度及びデジタルイン

ボイスと漁獲番号等の連携について周知し、水産流通適正化法による漁獲番号

等の伝達等に係る手続のデジタル化を推進する。 

b 農林水産省は、①漁業者及び事業者がスマートフォン等で簡易に「漁獲番号

等伝達システム」を利用し、漁獲番号等の伝達や漁獲番号を荷口番号化する際

の自動採番等ができる仕組みを構築する、②漁獲番号や魚種など必要な情報の

データ形式等の標準化を行う等により、デジタル完結・自動化原則等のデジタ

ル原則を踏まえつつ、水産流通適正化法の運用におけるデジタル化の実効性を

担保する措置を講ずる。 

c 農林水産省は、自主的な水産物のトレーサビリティを含め、ＩＣＴの活用等

により、高付加価値を創出したい漁業者及び事業者の取組を促進するため、「バ

リューチェーン改善促進事業」等の活用やモデル事例の全国的な横展開等につ

いて、検討を行い、必要な措置を講ずる。 

d  農林水産省は、倫理的消費に関する動向も踏まえて、適切な資源管理の下で

漁獲された水産物であることを消費者が認識し、選択的に購入できるよう、水

産エコラベルに関する第三者認証制度の仕組みの推進について、必要な措置を

講ずる。 
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６．デジタル基盤  

グローバル化した現代において、我が国社会の生産性向上を図るとともに、少子高

齢化や人口減少、人手不足、地域活性化など、我が国が直面し、今後、ますます深刻化

する諸課題を解決していくためには、行政を含めた社会のあらゆる分野でデジタル技

術を活用した改革（ＤＸ）を徹底していくことが求められる。 

昨年９月のデジタル庁発足に続き、同年 11月には、規制・制度、行政や人材の在り

方まで含めた本格的な構造改革に取り組むため、内閣総理大臣を会長とするデジタル

臨時行政調査会が設置され、デジタル改革・規制改革・行政改革に通底する５つの原

則からなる構造改革のためのデジタル原則も策定された。さらに、デジタル原則に照

らした規制の一括見直しプランの策定など、トップダウンによる横断的取組が本格化

している。 

他方で、ＩＴ化・デジタル化は、近年顕在化した新しい課題ではなく、これまでも多

くの取組が行われたにもかかわらず、十分には進んでこなかった課題であることに留

意する必要がある。“方針を示すだけ”、“デジタル化を直接制限する規制を見直すだけ”、

あるいは“情報システムを整備するだけ”で、改革が進むと考えるべきではない。今度

こそ「デジタル社会の実現」を現実のものとするためには、従来はデジタル化の例外

とされていた岩盤規制に切り込み、あるいは、現場の慣行や意識の改革まで含めた対

応の徹底を成果が顕現するまで継続的に行うなど、個別事情に則して集中的な取組を

行うことも重要である。 

デジタル基盤ワーキング・グループでは、デジタル臨時行政調査会及びデジタル庁

と連携・役割分担を図りつつ、行政手続のデジタル化にとどまらず、５Ｇの普及拡大

を含めた社会や行政をデジタル化していく上での基盤の整備や、社会の基盤である司

法制度について民事・家事・刑事手続の早期デジタル化等、あらゆる分野において書

面・対面規制の見直しを徹底し、デジタルが原則となるよう取り組んだ。 

デジタル臨時行政調査会ではデジタル化に係る規制の類型化と横串での改革が進め

られているが、今後はデジタル基盤ワーキング・グループでの成果を踏まえて新たな

類型のデジタル規制改革が進むことや、類型化がされた規制についても新たな視点で

の議論が行われることが期待される。 

以上の観点から、今後取り組むべき規制改革項目を以下のとおり取りまとめた。 

 

（1）社会のデジタル化の基盤整備 

ア ５Ｇ等の普及拡大に向けた取組 

【a：令和７年１月措置、b：令和４年度措置、 

c：速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置、 

d：令和５年度措置、e,f：措置済み、g：令和４年度以降継続的に措置】 

＜基本的考え方＞ 

デジタル社会を実現する基盤として、５Ｇインフラの整備は喫緊の課題である。

また、ローカル５Ｇは、デジタル田園都市国家構想の実現に向け、地域の課題を解

決する重要なインフラとして期待されている。そのため、令和５年度末までに 28
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万局以上を目標に、５Ｇ・ローカル５Ｇ（以下、「５Ｇ等」という。）の基地局の整

備が進められており、これまで以上に免許申請件数が増すことが想定される。こう

した中、免許関連手続における事業者の負担軽減を含めた利便性の向上や都市と

地方での一体的な整備の促進に直ちに取り組むことが求められている。 

５Ｇ等を含む無線局全般の免許関連手続は、申請手続の多くがオンライン化され

ているものの、原則として書面で交付される免許状を無線局に備え付けることが

定められているほか、一部の無線局については免許関連手続の際に法人や不動産

の登記事項証明書等の添付を求められることがあるなど、デジタル完結に至って

おらず、無線局を開設する事業者の負担がこれまで以上に増すことが想定される

ため、負担軽減を含め利便性の向上を図っていくことが適当である。 

規制の趣旨・目的や費用対効果が重要であることは論を待たないが、技術の進歩

や無線局の態様、社会ニーズなどを踏まえ、機動的に実現可能な措置を講じていく

ことが必要であり、デジタル臨時行政調査会が提示した「デジタル社会の実現に向

けた構造改革のための５つの原則（以下、「デジタル原則」という。）」におけるア

ジャイルガバナンス原則の実践が求められている。免許情報が紙で管理されてい

た時代と異なり、総務省及びその関係者が、免許状の情報に容易にアクセスでき得

る現代であって、移動が想定されない無線局において、紙の免許状を備え付ける意

義は少なくなってきている。そのため、無線局への紙の免許状の備え付け義務は、

見直すことが適当である。また、高周波利用設備に係る許可状も含め、その他の免

許状等についても、制度の趣旨を踏まえた見直しを行うことが適当である。さらに、

デジタル技術の活用を前提に、添付書類の要否を含めた無線局及び高周波利用設

備に係る手続全般の業務フローの見直しが求められるところ、大規模なシステム

改修の機会を待つことなく、無線局等の特性や重要度に応じて、可能なことから速

やかに実現することが適当である。 

また、ローカル５Ｇの新規参入者向けに総務省が策定している「ローカル５Ｇ導

入に関するガイドライン」について、 既存の通信事業者以外の事業者や自治体に

よる新規参入も多く見込まれるところ、電気通信事業者として登録・届出が必要と

なる要件、申請手続に関する記述が分かりづらいとの意見が寄せられている。ロー

カル５Ｇの導入までに必要な手続及び審査要件を明確化するとともに、手続方法

の説明を拡充するなど、ユーザー目線でより分かりやすいものとすることが適当

である。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 総務省は、５Ｇ等を含む全ての無線局（船舶局及び航空機局を除く）につい

て、令和７年１月に予定されている総合無線局監理システムの更改において、

書面による免許状の交付をデジタル化するとともに、点検・検査等の際には、

免許人がダウンロードしたデジタル免許情報を提示する、あるいは、総務省が
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保有する免許情報の電子データを免許人が参照し、電磁的に表示することで確

認できる仕組を構築することにより、書面の免許状の備え付けを不要とする。 

b 総務省は、上記 a の実現までの暫定措置として、書面で交付される免許状を

スキャナー保存することにより、書面の免許状の備え付けを不要とするために

必要な措置を、令和４年度中に講ずる。 

c 総務省は、ローカル５Ｇの免許申請に係る事業者の負担軽減を速やかに実現

する観点から、免許申請の際に必要とされる登記事項証明書の添付を不要とす

ること等を検討し、必要な措置を講ずる。 

d 総務省は、書面の高周波利用設備の許可状の備え付け義務について、令和５

年度中に廃止するとともに、関連手続の業務の見直し及び電子申請の導入によ

るデジタル化を進める。  

e 総務省は、令和４年度における５Ｇ用の新たな周波数（2.3GHz 帯）の割当て

に当たり、条件不利地域等に対する基地局開設を促進する評価指標を導入する。 

f 総務省は、「ローカル５Ｇ導入に関するガイドライン」について、記載されて

いる法令の解釈を一層明確化するとともに、手続方法の説明を拡充する等、ユ

ーザー目線から分かりやすい表記に改定する。特に、「電気通信事業を営む」

に該当しない条件、ローカル５Ｇ導入上必要となる国際携帯電話加入者識別子

（ＩＭＳＩ：International Mobile Subscriber Identity）の使用事例、同期・

準同期方式に係る変更時の申請手続や無線局免許状交付後の手続を追記する。 

g 総務省は、「ローカル５Ｇ導入に関するガイドライン」について、ローカル５

Ｇの利用者となる事業者からの要望事項について、継続して聴取を行い、適宜

必要な追記を行う。 

 

イ インターネットバンキングの利用促進 

【a：令和４年上期のできるだけ早い時期に措置、 

b：可能なものから速やかに措置、 

c：令和４年下期のできるだけ早い時期に措置】 

＜基本的考え方＞ 

金融は社会経済の血液であり、全ての事業者は、日常的に支払や給与振込等の

決済を行っている。決済に係るデジタル化を推進することは、我が国社会のデジ

タル化を進める上で極めて重要である。 

我が国社会においては、インターネットバンキングが利用可能となって久しい

が、事業者の中には、依然として、銀行等の窓口に往訪し、紙と対面の手続を行

うとともに、別途、会計帳簿に記載するなどの処理を行っている先が存在する。

事業者にとっては、インターネットバンキングを活用することにより、銀行等へ

の往訪の負担が削減されるだけでなく、各種会計ソフト等との連携によって会計

業務の効率化を進めることも可能となる。また、多くの金融機関にとっても、イ

ンターネットバンキングの利用拡大は、自らの業務の効率化・高度化を進める上
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で有効と考えられる。こうした点に鑑みれば、インターネットバンキングの利用

促進は、我が国企業のＤＸを進めて生産性の向上を図る第一歩と位置付けられる。 

本来、インターネットバンキングの利用は、生産性を高めようとする事業者の

ニーズ等を金融機関が適切に踏まえ、よりよい金融サービスを提供する中で広が

っていくという民間同士の商取引に係るものであり、政府の規制対応により実現

する性質のものではない。しかし、関係者が一丸となってデジタル社会の実現に

向けた取組を強力に推進する中、令和５年のインボイス制度の導入も見据え、契

約・決済等のデジタル化を急速に進める観点から、国として、インターネットバ

ンキングの利用を一層加速化させる施策を講ずるべきである。 

こうした観点から、インターネットバンキングの利用状況を見える化し、政策

目標を設定するとともに、利用が進展しない場合には、その原因を把握して更な

る措置を講ずるなど、ＰＤＣＡサイクルを回し、取組を進めるべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 金融庁及び経済産業省は、インターネットバンキングの利用を含めた取引の

デジタル化が企業の生産性向上に資することを踏まえ、金融機関側・中小企業

側の双方の視点から、法人インターネットバンキングの利用状況の実態把握、

及び、利用促進に向けた課題の抽出を行う。 

b 金融庁は、「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」

の場も活用し、ＵＩ・ＵＸ（User Interface・User Experience）の改善、利

用頻度の高い手続のオンライン完結、窓口に比べた利用料の引下げ等に係る優

良事例の横展開・公表やフォローアップ等を行う。また、金融庁及び経済産業

省は、地域や利用者の属性に応じた適切な利用促進策を講ずる。 

c 金融庁及び経済産業省は、法人インターネットバンキングの普及・浸透の進

捗を評価し、ＰＤＣＡサイクルを回す上で適切な指標及び目標値を設定すると

ともに、定期的に公表する。その際、自主的なものも含め、金融機関ごと、利

用者の事業規模・業種ごと、都道府県ごとの指標の公表について検討する。 

 

ウ 企業の会計業務におけるデータ流通の促進 

【a：令和３年度以降引き続き措置、 

b：引き続き検討の上、可能なものから速やかに措置、 

c：速やかに検討開始、d：令和４年上期措置、 

e：令和４年下期に検討の上、可能なものから速やかに措置】 

＜基本的考え方＞ 

近年、支払等に係るデジタル情報を自動的に取得し、電子データとして必要な

情報を整理・保存するとともに、自動的に計算書類の作成等を行う会計ソフトが

多く開発され、普及している。こうした会計ソフトを活用して業務をデジタル化・

効率化することで、企業の生産性の大幅な向上が期待できる。特に、銀行に対し
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てＡＰＩ（Application Programming Interface）開放の努力義務を課す銀行法

等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 49号）の施行を受け、銀行口座に関

して安全性・利便性の高いＡＰＩを活用した情報連携が進展し、スクレイピング

から安全なＡＰＩ接続への大幅な移行が進んだことで、利便性の高い会計ソフト

が増え、企業のＤＸに寄与している。 

キャッシュレス化が急速に進展する中、多くのクレジットカードや一部の事業

者が提供する電子マネー、二次元コード決済は、もはや社会インフラの一つと言

って過言ではない状況になっている。しかし、これらの決済サービスはＡＰＩ開

放が十分に進んでおらず、企業向けの決済サービスについては、会計ソフトを活

用した決済から納税までの一気通貫したデータ処理や、商取引・会計の情報を利

用したシームレスな取引の指図を実現すべきという意見がある。 

昨年 12 月に策定されたデジタル原則（官民連携原則）においては、公共・準

公共サービスのデータ基盤はＡＰＩを公開することを基本とする方針が示され

ている。 また、国民や事業者等の利用者が行った決済に係る情報（データ）は、

本来、利用者のものであり、データポータビリティーの権利（①事業者等に自ら

提供した利用者データを利用者自らが再利用しやすい形式で受け取る権利、②技

術的に実行可能な場合には別の事業者等に対して直接利用者データを移行させ

る権利）という考え方もある。 

もとより、各種決済サービスを提供する企業の戦略があり、また、ＡＰＩの整

備には費用もかかるところ、各種決済サービスに一律にＡＰＩ公開義務を課すよ

うな規制は、新規サービスの導入に対する阻害要因にもなりかねないことに留意

する必要があるが、我が国社会の生産性向上が喫緊の課題となっていることを踏

まえ、企業向けの主要な決済サービスについては、データ連携に係る実情を十分

に検証しつつ、決済データの活用による業務の効率化が求められる企業の会計業

務におけるデータ流通の促進について取り組むべきである。 

また、経費精算業務などでは現在の企業慣行として個人が立替払いを行うケー

スも多く存在している。企業の会計処理としては非効率な方法であり、データ連

携が可能な企業向け決済サービスの普及により、当該企業慣行の是正を図ってい

くべきとの指摘もあるが、データ連携が可能な企業向け決済サービスの普及状況

を見つつ、個人を含めたデータ連携のあり方について、今後議論を行うことも有

益と考えられる。なお、個人に関するクレジットカードの利用状況に関するデー

タ連携については、クレジットカード利用により発生する「負債」をまとめて管

理する上でも有用であり、消費者保護にも資するものになると考え得る。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 経済産業省は、クレジットカード決済サービスと会計ソフト等のＡＰＩ等に

よるデータ連携の実施が中小企業等の会計事務の効率化に資することを踏ま

え、データ連携の実施状況について確認を行った結果として法人向けクレジッ
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トカード決済サービスにおいてデータ連携の環境整備が進みつつある事が確

認された事も考慮しつつ、社会のデジタル化を促進する観点から、目指すべき

法人向けクレジットカード決済サービスを活用したデータ連携の目標を定め

た上で、民間主導による取組で十分な進展が図られるか検証する。 

b 経済産業省は、検証結果を踏まえ、目指すべきデータ連携の実現に向け、デ

ータ利活用の技術の進展も見据えつつ、必要な措置を講ずる。 

c 経済産業省は、ＡＰＩ等によるデータ連携を可能とする環境の整備に伴い生

じるコスト負担について、データ流通の促進を過度に妨げることのないよう、

その在り方について検討する。 

d 金融庁は、資金移動業者・前払式支払手段発行者（以下「資金移動業者等」

という。）が提供する企業向け決済サービスと企業が会計事務に利用する会計

ソフトとのＡＰＩ連携の実施状況について把握するとともに、企業の会計業務

の効率化に資する民間サービスによるデータ連携が図られるか検証する。 

e 金融庁は、検証結果等を踏まえ、資金移動業者等の競争環境や市場規模、イ

ノベーションに与える影響等に留意しつつ、更なる対応が必要かを検討する。 

 

エ 金融商品取引における書面交付原則のデジタル原則化 

【令和４年内を目途に結論、結論を得た後可能なものから措置】 

＜基本的考え方＞ 

デジタル社会の実現に向けて、単なる書面・対面・押印の廃止にとどまらずア

ナログ原則から電子交付を原則とするデジタル原則への転換が求められる。金融

商品取引においては、金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）等に基づき、目

論見書や運用報告書など金融商品取引業者等が交付する書面は顧客の事前同意

を取得することで、電磁的方法による交付が可能となる。しかし、同意取得とい

う顧客の能動的なアクションを求める必要があることが電磁的方法による交付

が拡大しない要因との指摘もなされている。 

デジタル社会への転換を加速するためには、紙での書面交付を希望する顧客に

対して十分な配慮をした上で、紙媒体を前提としたアナログ原則の規制からデジ

タル原則の規制へと転換する必要がある。 

また、金融商品取引業者等はデジタルの利点を活かすことで、単なる書面交付

や形式的説明にとどまらないより分かりやすい説明や充実した情報提供を行う

など、顧客本位の業務運営の徹底と国民の金融リテラシー向上の観点から、家計

の金融商品への理解度をより高め、適切な投資判断に資するとともに成長の果実

の分配を実現するための情報提供が求められる。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

金融庁は、書面交付を原則とする金融商品取引における顧客への情報提供につ

いて、顧客の投資判断等に資する適宜・適切な伝達・受領確認・アクセス確保な
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ど「デジタル完結」の意義・効果のみならず、金融商品取引業者等の環境配慮や

コスト削減も踏まえ、顧客の求めがない場合にはデジタルでの情報提供のみを行

う、原則デジタル化について金融審議会での検討を続ける。同審議会においては

国内外の原則デジタル化に向けた改革の進展を踏まえ、従来からの顧客への情報

提供のデジタル化や、顧客に対するより分かりやすい情報提供のあり方、対象と

する顧客の範囲、書面交付を求める顧客の意思確認手法、必要な顧客保護のため

の措置など実務的対応も含めて結論を得、その結果に基づき、法案提出等必要な

措置を行う。 

 

オ 船荷証券の電子化 

【措置済み】 

＜基本的考え方＞ 

貿易立国である日本にとって、輸出入手続の簡素化・電子化は不可欠である。

信用状やインボイスなど主要な貿易関連手続が電子化される一方で、国際連合国

際商取引法委員会（以下「ＵＮＣＩＴＲＡＬ」という。）では電子的移転可能記

録に関するモデル法が制定される（2017年７月採択）など、船荷証券の電子化を

含む、国際的な法整備に向けた機運が高まりつつある。 

こうした中、我が国において船荷証券は「運送人又は船長が船荷証券に署名し、

又は記名押印しなければならない」と規定され（商法（明治 32 年法律第 48 号）

第 758 条）、高コストで非効率な貿易手続の一因となっている。また、新型コロ

ナウイルス感染症対策や新しい生活様式への対応の観点からテレワークの推進

が求められるにもかかわらず、当該規定により事業者の出勤を余儀なくされてい

る現状も指摘されている。 

ＵＮＣＩＴＲＡＬモデル法を踏まえ、今後各国においても船荷証券の電子化に

向けた立法化の進展が想定される中、国際的動向も注視しつつ、船荷証券の電子

化を可能とし、貿易立国に相応しい環境を整備していくことが急務である。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

法務省は、「商事法の電子化に関する研究会」（令和３年４月立上げ）に引き続

き参加し、貿易実務に係るユーザーの声を丁寧に聴取する。国際的な動向等も踏

まえ、船荷証券の電子化に向けた制度設計も含めた調査審議を進め、令和３年度

中に一定の結論を得、法制審議会への諮問などの具体的措置を速やかに講ずる。 

 

カ 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化 

【a：（前段）令和４年度中に検討・結論を得て、 

令和５年の通常国会に法案提出、令和７年度上期の施行を目指す、 

（後段）令和４年度中に検討、一定の結論を得る、 

b：システムの在り方について令和４年度上期に一定の結論を得た上で、 
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以後、継続的に措置。令和７年度上期のデジタル化を目指す】 

＜基本的考え方＞ 

公正証書は、我が国の法社会の基盤となる仕組みの一つであるが、その作成に

係る一連の手続については、公証人法（明治 41年法律第 53号）により、書面・

押印・対面を前提とした規律が詳細に定められている。我が国社会のデジタル化

を実現する上で、公正証書及び公正証書作成手続のデジタル化は喫緊の課題であ

り、遅くとも令和７年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を

目指すことが、令和３年６月の規制改革実施計画に示されているが、昨年 12 月

にデジタル原則が示され、デジタル社会の実現に向けた構造改革を３年間で集中

的に進める方針が示される中、取組に当たっては、デジタル原則に則した見直し

の徹底・加速化が求められる。 

デジタル化に当たり、公証人による処理を含め、紙や人による工程が一つでも

入ると、デジタル化の効果や効率性は著しく阻害されることから、真の意味での

デジタル完結を実現することが重要である。また、デジタル社会における我が国

の法基盤として、全ての国民が、信頼性・利便性が高い仕組み（システム）を利

用できなければならない。 

こうした観点から、その検討及び実現に当たっては、具体的な工程表に基づき、

公証人の業務フローも含め、デジタル完結・自動化原則やアジャイルガバナンス

原則等のデジタル原則にのっとり、徹底した見直しを行い、デジタル時代に相応

しい基盤を構築していく必要がある。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 法務省は、公正証書の作成に係る一連の手続について、公証役場における業

務フローを含め抜本的な見直しを行うとともに、デジタル技術の進展等に応じ

て継続的な公証制度及び公証役場の業務改善が可能となるような規律を検討

するなど、デジタル原則にのっとり必要な見直し及び法整備を行う。 

また、引き続き書面・対面で公正証書を作成する場合についても、署名や押

印の必要性を含め、公証役場における業務フローを幅広く検証し、デジタル技

術を活用して利便性が高く効率的な仕組みができないか検討する。 

b 法務省は、全ての国民がデジタル化による高い利便性を享受できるようにす

るためのシステム整備が必要となることを踏まえ、予算措置の要否の検討を含

めて日本公証人連合会と連携し、必要な措置を講ずる。この場合、システム設

計は、法制度の検討や適切な業務の見直しと並行して行うことが重要であるこ

とを踏まえ、システムの在り方について検討するために必要な措置を速やかに

講ずる。 

なお、システムの検討に当たっては、次の取組を行うものとする。①制度面

とシステムの設計を並行して行うこと、②システム設計を進める前提として、

利用者の視点で、公正証書の作成から使用、保管に至る一連の手続全体の電子
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化とＢＰＲを徹底し、必要に応じて民間企業を含めた関係機関とのデータ連携

を可能とするとともに、不必要なローカルルールがある場合は、その排除に取

り組むこと、③個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の

疎結合を意識した設計を行うこと、④開発段階から実際の利用者目線による試

行を繰り返すとともに、運用開始後もシステムの利用状況を定期的に調査・検

証し、システムの継続的な改善に取り組むこと。 

 

キ 自筆証書遺言制度のデジタル化 

【a,c,d：速やかに情報収集等を行った上で令和４年度中に検討を開始し、 

令和５年度中を目途に一定の結論を得る、 

b：速やかに検討を開始し、令和４年度に一定の結論を得る】 

＜基本的考え方＞ 

自筆証書遺言は、民法（明治 29年法律第 89号）において、書面・自書・押印

が必要とされており、これら法律上の要件を欠く遺言は無効となる。これらは、

我が国社会の基層を形成する書面・押印原則の一つといえる。 

しかし、多くの国民にとって、手書きで、様々な決まり事に従って有効な遺言

を書くことは容易ではない。高齢化の進展や家族のかたち等に対する国民意識の

変化に伴い、また、所有者不明土地問題などの社会課題を解決する上でも、より

多くの人が、簡便に遺言を作成できるようにする必要性は高まっている。また、

自筆であるからといって、本人の意思が的確に反映されているとの保証はない。

デジタル技術を用いた民間の創意工夫も活かしながら、より作成しやすく、かつ、

現行の自筆証書遺言と同程度又はそれ以上の真正性を確保することは十分に可

能と考えられる。また、遺言作成者本人、相続人にとって満足度が高く、紛争の

生じにくい遺言を作成する上では、民法はもとより、税法、不動産関連法規等の

専門知識が必要となる。遺言作成者の知識不十分に起因するトラブルや、手続漏

れの発生を抑止する上でも、遺言作成時のデジタル化によるアシストは有効であ

ると考えられる。 

現在、政府においては、デジタル原則にのっとり、デジタル社会の実現に向け

た構造改革を３年間で集中的に進めており、自筆証書遺言の制度が我が国社会に

深く根ざしたものであることを踏まえても、書面・自書・押印という一律の規律

から、デジタル原則にのっとり、リスクベース・ゴールベースでの技術の進展等

を踏まえた機動的な対応を可能とするよう新しい遺言の方式の検討が必要であ

る。あわせて、「自筆証書遺言」の原本が紙であることを前提にする自筆証書遺

言書保管制度についても、デジタル完結に向けた取組を行うとともに、デジタル

原則にのっとった、新しい遺言の方式によりされた遺言についても保管の対象と

するための検討を行うことが必要である。さらに、将来的には、民間の手続も含

め、相続等に関連する全ての手続のデジタル完結に向け、取り組むべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 
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＜実施事項＞ 

a 法務省は、国民がデジタル技術を活用して、現行の自筆証書遺言と同程度の

信頼性が確保される遺言を簡便に作成できるような新たな方式を設けること

について、必要な検討を行う。その際には、遺言が、遺言者が生前にした意思

表示により、その死後に効力を生じさせるという法律行為であり、国民生活上

極めて重要な意義を有する相続制度を支える法制度であることを踏まえた上

で、デジタル技術やそれを活用した遺言関連の民間サービスに知見のある者の

協力を得る等して、国民の利便性を考慮しつつ、デジタル原則にのっとった制

度設計に向けた検討を行うものとする。 

b 法務省は、自筆証書遺言書保管制度について、遺言書情報証明書等の申請手

続等のオンライン化及び証明書のデジタル化などデジタル完結に向けて、費用

対効果や国民からのニーズ等を踏まえて検討し、一定の結論を得る。 

c a の検討を踏まえ、デジタル完結を前提とした法務局における遺言を保管す

るための仕組みについて検討を行う。 

d 法務省は、a の検討に加え、現行の自筆証書遺言に関し、我が国社会において

押印の見直しが急速に進展している状況も踏まえて押印の必要性を検証する

とともに、自書を要求する範囲も含め、自筆証書遺言の信頼性を確保しつつ、

それを国民が作成しやすくする観点から必要な検討を行う。 

 

ク 株主総会資料のオンライン提供の拡大 

【a：措置済み、b：令和４年措置】 

＜基本的考え方＞ 

株主総会については、コロナ禍以降、上場会社において、場所の定めのない株

主総会（バーチャルオンリー株主総会）の開催が可能になる等、株主総会プロセ

スのＤＸが進んでおり、株主総会資料についても、ウェブ開示することで提供し

たものと見做す特例措置を幅広い資料に適用するなど、急速にデジタル化する企

業社会の変化を踏まえた措置が講じられている。 

一方、令和５年３月以後に開催される株主総会から、株主総会資料を原則電子

で提供することができる電子提供制度が導入されることとなっている。その際、

株主には書面交付請求権が認められており、これが行使された場合には、特例措

置にてみなし提供の対象とされた、単体計算書類等を書面で提供する必要がある

等、書面提供の範囲はむしろ拡大することとなる。 

コロナ禍以後、企業社会におけるデジタル化の進展は急速であり、社会の常識

も大きく変わっている。株主総会資料の書面提供についても、このような社会の

急速な変化を踏まえて、株主総会プロセスのＤＸを更に促進する観点から、最小

限の範囲に限定すべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 
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a 法務省は、株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大す

る措置について、株主総会資料の電子提供制度の運用が開始されるまで継続す

る。 

b 法務省は、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置の運用状

況を検証しつつ、株主総会資料の電子提供制度に基づく書面交付請求において

書面に記載することを要しない事項の拡大について、商事法の電子化に関する

研究会における検討を速やかに取りまとめ、その結果を踏まえ、必要な措置を

講ずる。 

 

（2）行政手続デジタル化の基盤整備 

ア 共通基盤の整備 

＜基本的考え方＞ 

利用者目線を徹底した真の意味での行政手続のデジタル化は、手続を所管する

各府省が、バラバラに所管手続のデジタル化を図るだけで実現するものではない。 

共通のＩＤ（Identification）で各種行政手続が利用できるようになる、共通

のウェブサイトから各種申請等ができるようになる、行政に一度提供した情報を

改めて求められることがないといった利用者目線の行政サービス実現のために

は、共通の指針の下、各府省がそれぞれの立場で、必要な取組を進めていくこと

が求められる。また、デジタル化を効率的に進めるためには、行政内部の効率化・

デジタル化を図ることも含めて、各種手続に共通して活用できるデジタル基盤を

整備することが必要である。 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、「申請受付機能について

は、独自の構築を避け、既存の共通基盤であるマイナポータルやｅ－Ｇｏｖ等を

活用する」等の政府全体の方針が示されているが、地方公共団体や外郭団体が受

け手となる手続も含めて、全ての行政手続についてデジタル原則に則したデジタ

ル化を進めるためには、デジタル庁の強力なリーダーシップの下、マイナポータ

ルやｅ－Ｇｏｖなど共通基盤の更なる機能改善が必要である。加えて、国民や事

業者は、地方公共団体等に各種公金を納付しているが、これらに共通して活用で

きる基盤の整備についても検討を進めるべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

【a：可能なものから速やかに措置、 

b：令和４年度末までに結論を出すことを目指し、 

  結論が出た論点から速やかに措置、 

c：可能なものから順次措置、 

d：令和４年度末までに結論を得た上で、可能なものから速やかに措置、 

   e：税務システム標準仕様書【第 2.0版】公表後に措置、 

後段の技術的助言については措置済み、 
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f：(前段)令和５年度までに、資格管理者等が共同利用できる 

資格情報連携等に関するシステムの開発・構築を行い、 

令和６年度にデジタル化を開始、（後段）可能なものから速やかに措置】 

a デジタル庁は、地方公共団体等が受け手となる手続に関して、厚生労働省と

行っているマイナポータルやｅ－Ｇｏｖの活用拡大の検討を踏まえて、その他

府省の所管手続にも活用されるよう、具体的内容等について情報提供した上で

マイナポータルやｅ－Ｇｏｖの機能強化等を行う。 

b デジタル庁と総務省は、共同で各種公金に係る法令を所管する関係省庁の参

加を得て、地方公共団体の公金納付のデジタル化の在り方について検討を行う

体制を立ち上げる。検討の場においては、各種公金に係る収納方法等の現況、

法令を所管する各省庁におけるオンライン化の検討状況、マイナポータルを含

む政府全体の行政手続オンライン化や公金取扱の動向、ｅＬＴＡＸ経由の収納

の対象税目の拡大の状況等を踏まえ、地方公共団体、公金を納付する事業者及

びキャッシュレス事業者を含む民間事業者等の意見を聞きつつ、地方公共団体

共通の仕組の構築の可能性を含めて所要の制度的・システム的措置について検

討し、公金納付のデジタル化の在り方について結論を得る。関係省庁は、検討

結果を踏まえ、速やかに必要な措置を講ずる。 

c 道路占用料など各種公金に係る法令を所管する関係省庁は、デジタル庁及び

総務省と連携をしつつ、上記検討会に主体的に参加する。あわせて、上記検討

会における検討状況を踏まえ、デジタル庁及び総務省と連携・調整しつつ、納

付件数や事業者等のニーズなどを勘案した優先順位付けや納付手続に関する

地方公共団体の現状（関連する行政手続のオンライン化の状況を含む。）の把

握、納付手続のデジタル化に向けた固有の課題等の整理、地方公共団体のＢＰ

Ｒの支援等に関して、所管法令に係る公金納付のデジタル化に向けた必要な措

置を講ずる。 

d 総務省は、令和４年３月に立ち上げた実務者検討会において、地方税の処分

通知等（課税明細書等の添付書類を含む。）のデジタル化について、具体的な

方策や今後のスケジュールを含めた検討を行い、その結果を踏まえ、可能なも

のから速やかに必要な措置を講ずる。 

e 総務省は、令和４年夏に策定予定の税務システム標準仕様書【第 2.0 版】公

表後に、地方公共団体に対し、同仕様書に基づくシステムにおいては、【第 1.0

版】と同様に、納税者が必要とする課税明細書等の情報が容易に機械判読可能

なデータで出力可能とされていることを周知する。また、標準準拠システム導

入前の地方公共団体にも、課税明細書等の情報を容易に機械判読可能なデータ

形式でシステムから出力できる場合には、データを積極的に提供するよう、地

方公共団体へ技術的助言を行う。 

f デジタル庁は、医師、歯科医師、看護師等の約 30の社会保障等に係る国家資

格等について、優先的な取組としてマイナンバーを利用したデジタル化を進め、

住民基本台帳ネットワークシステム及び情報提供ネットワークシステムとの
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連携等により資格取得・更新等の手続時の添付書類の省略を目指す。令和５年

度までに、資格管理者等が共同利用できる資格情報連携等に関するシステムの

開発・構築を行い、令和６年度にデジタル化を開始する。 

あわせて、関連する手続を所管する府省は、デジタル原則に則して、資格申

請者・保有者の負担軽減や行政内部の効率化を図る観点から、デジタル化を前

提としたＢＰＲを徹底する等、規制改革、行政改革、デジタル化を一体的に推

進する。 

 

イ 情報連携基盤の整備 

＜基本的考え方＞ 

行政手続の負担軽減を図る上で、ワンスオンリーの徹底は重要であり、共通の

認証基盤で各種行政手続をできるようにするとともに、認証基盤を鍵として情報

連携を進めることにより添付書類を不要化する等の措置が求められる。 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、「個人の電子認証につい

ては、マイナンバーカードによる電子利用者証明」、「法人の電子認証については、

Gビズ ID」等の方針が示されているところ、今後、デジタル化される手続におい

て方針を徹底するとともに、すでに独自のＩＤが降り出されている手続について

も、円滑な連携ができるよう取組を進めるべきである。 

また、情報連携については、各行政手続を所管する府省が取組を進めることは

当然であるが、デジタル化を進める観点からは、多くの行政手続において必要と

されている登記情報や戸籍情報などについては、当該情報を所管する府省におい

て利用状況を把握し、情報連携による効率化を促進する観点から積極的な措置を

講ずるべきである。その際には、これらの情報は多くの民民間手続でも活用され

ている実態があることを踏まえれば、民民間手続における利用についても検討を

進める必要がある。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

【a：可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置、 

b：可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置、 

c：令和４年度から取組を開始し、可能なものから順次措置、 

d：速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置】 

a 法務省は、デジタル庁と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求め

られている全ての行政手続において、原則として登記事項証明書の添付を不要

とすることができるよう、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工

程表を作成し、可及的速やかに登記事項証明書の添付省略を実現する。 

   また、法務省は、商業・法人登記について、国の行政機関との間の全ての情

報連携を無償化するとともに、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての

情報連携についても無償化を進めることにより、デジタルで手続を完結させ、
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紙の登記事項証明書の添付省略を促進する。 

b 法務省は、デジタル庁を始めとする関係府省と連携し、戸籍謄抄本の添付を

求める全ての行政手続において、原則として添付を不要とすることができるよ

う、必要な取組を行う。また、民民間手続を含め将来的な戸籍情報の利用の在

り方について検討を行う等国民目線に立った利便性向上及び行政事務の効率

化を目指す。 

c 財務省は、行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組等の

一環として検討を開始しているＧビズＩＤとｅ－Ｔａｘとの連携について、デ

ジタル庁と連携の上、必要な措置を講ずる。 

d 各府省は、法人の電子認証について、ＧビズＩＤを原則とすること（法人の

電子署名については商業登記電子証明書等を原則とすること）が政府の方針で

あること、また、デジタル原則に掲げられた共通基盤利用原則に則した見直し

が必要であることを踏まえ、手続の性格、ＩＤの統一による事業者の利便性向

上への効果も勘案しつつ、金融庁における「金融庁電子申請・届出システム」

等の事例も参考に、所管する手続におけるＧビズＩＤの利用について必要な措

置を講ずる。 

 

ウ 情報システム調達を通じたデジタル化の推進 

＜基本的考え方＞ 

公正取引委員会が令和４年２月に公表した「官公庁における情報システム調達

に関する実態調査報告書」においては、競争政策上の観点から、情報システムの

疎結合化、ＡＰＩ連携の促進、データ標準化の推進、オープンな仕様の設計､情

報システムのオープンソース化などを推進すべき旨の提言がなされている。 

これらは単に情報システム調達における競争環境の確保のみならず、デジタル

原則に則した行政手続のデジタル化の観点からも有効な考え方であり、デジタル

庁においても同じ方向を向いた取組が進められている。 

また、政府や地方公共団体等において、今後様々な民間のクラウドサービス（以

下「ＳａａＳ（Software as a Service）」という。）を利用する機会が増えるこ

とが予想されるが、行政機関等における現在の調達、契約、支払等の方法は請負

を想定したものが多く、ＳａａＳ等のサービス利用に対応したものになっていな

い。 

関係府省が、それぞれの立場で、同じ方向を向いた取組を連携して進めること

は重要であり、国や地方公共団体において実効的な対応が行われるよう、連携し

て取組を進めるべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

【a：速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置、 

b：可能なものから順次措置】 
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a デジタル庁は、官公庁における情報システムの疎結合化等を含めた調達単位

の考え方、ＡＰＩの標準化及び整備基準等並びに、データの相互運用性を高め

るルールについて、参考資料や関連ガイドラインの整備等を行うとともに、既

に公開している「データを相互運用する体系（政府相互運用性フレームワーク

（Government Interoperability Framework））」を含め統一的周知を行う。ガ

イドラインの整備に当たっては、後年度負担を含めた情報システムに係るトー

タルコストの低減と、品質、性能の確保を担保できるよう、十分な精査を行う

ものとする。また、各府省において統一的な運用がなされるよう、ベンダーロ

ックインの回避に資するような仕様書・契約書のひな形等の作成・周知や､官

公庁の情報システム調達時の判断に当たっての相談窓口を設置する等、必要な

措置を講ずる。 

あわせて、デジタル庁は、地方公共団体においても、国と同様に、ベンダー

ロックインが回避されるよう、公正取引委員会の協力を得て、各府省に対して

行う取組等を、総務省と連携して、地方公共団体に対して周知を行い、対策の

徹底を図る。 

また、デジタル庁は、行政機関等におけるＳａａＳ等の利用を円滑にするた

め、ＳａａＳ等の利用を想定した調達、契約、支払等の在り方について検討を

行う。 

b 各府省は、デジタル庁の取組も踏まえて、所管する情報システム等の整備・

運用方針の見直しを徹底するとともに、地方公共団体が関係する手続において

は、地方公共団体の内部手続のデジタル化も図られるようにする等、必要な措

置を講ずる。 

 

（3）行政手続のオンライン化の推進 

ア 行政手続のオンライン化の推進 

＜基本的考え方＞ 

押印の見直しについては、添付書類で押印を求めるものを含め、民間から行政

への手続の中で、押印を求める行政手続約 15,000 種類のうち、99％超の手続に

おいて昨年度までに法令改正等の措置により押印義務が廃止されており、大きな

進展があったといえる。他方、法令等に基づかない手続や、地方公共団体や独立

行政法人等が受け手となる行政手続における窓口、補助金の審査業務の委託先等

の現場では慣行的に押印が求められているとの意見が散見されるところであり、

引き続き、国における押印見直しの趣旨が現場レベルでも徹底されるよう取り組

む必要がある。  

書面・対面の見直しについては、民間から行政への手続の中で、オンライン化

されていない約 12,000 種類のうち、各府省において性質上オンライン化が適当

でないと考える約 400種類を除いて、令和７年までにオンライン化する方針が示

されている。令和３年の状況と比較すれば、約 5,000種類の手続がオンライン化

されるなど着実な進捗が見られる。 
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昨年 12 月にデジタル原則が策定され、デジタル社会の実現に向けた構造改革

３年間で集中的に進める方針が示されており、各府省は、デジタル原則に則した

規制改革、行政改革、デジタル改革の取組として、可能な限り前倒しを図りつつ、

確実にオンライン化を実現すべきである。 

 以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

【a：可能な限り前倒しを図りつつ、令和７年までに措置、 

b：（オンライン化）措置済み、（標準化）令和３年度末に実施した調査を 

踏まえ、進捗状況を速やかに把握した上で、可能なものから順次措置、 

c：令和４年度末までに結論を得て、可能なものから順次措置、 

d：令和４年度から取組を開始し、可能なものから順次措置、 

e：可能な限り速やかに措置、f：速やかに措置】 

a 各府省は、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提

出等を求める行政手続のうち、令和７年までにオンライン化する方針が決定し

ている約 12,000 種類の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置する。

なお、オンライン化の手法等については、今後の情報通信技術の発展、政府の

方針等を踏まえ柔軟に改善する。各府省における対応の進捗は、デジタル庁及

び内閣府が実施する「行政手続等の棚卸」により、明らかにする。 

なお、地方公共団体と事業者の間の手続であって年間１万件以上の手続につ

いては、下記「ウ 地方公共団体等と事業者の間の手続の標準化・デジタル化」

に従い、オンライン化に取り組むものとする。 

あわせて、年間手続件数が 10万件以上の行政手続等については、下記「（5）

行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進」に従い、

オンライン化及びオンライン化後のオンライン利用促進の取組に向けた道筋

を明らかにするものとする。 

b 国土交通省は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第 39

号）に基づき書面の提出を求める電線共同溝の占用許可申請について、オンラ

イン化するとともに、標準様式の普及を図る。標準様式の普及を図るに当たっ

ては、各道路管理者における標準様式の活用状況を調査し、標準化の進捗状況

を速やかに把握するとともに、標準様式の利用が徹底されるよう必要な措置を

講ずる。 

c  厚生労働省は、健康保険組合における請求書及び領収書等の電磁的記録によ

る保存について、適確かつ速やかに普及が図られるよう、健康保険組合の業務

の見直しや体制整備も含め検討を行い、必要な措置を講ずる。 

d  環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）に

基づき地方公共団体へ産業廃棄物関係申請・届出等の書面の提出を求める手続

について、国による一元的なプラットフォームの整備及び地方公共団体向け標

準仕様書の策定等の実現に向け、必要な取組を開始する。その際には、事業者
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目線で手続・運用の標準化に取り組み、事業者にとって利便性が高いＵＩ・Ｕ

Ｘを実現するとともに、手続面におけるローカルルールの廃止が現場レベルで

徹底されるよう取り組む。また、マイナンバーカードやＧビズＩＤの活用、各

種証明書の添付省略等のワンスオンリー、地方公共団体内部の業務のデジタル

化が図られるよう取り組む。 

e 経済産業省は、所管する補助金等に係る手続において、書面・押印を求めら

れているとの国民・事業者からの意見が散見されるところ、法令等に基づかな

い手続も含めて速やかに必要な点検を行い、所管する行政手続における書面・

押印見直しを徹底する。 

f 法令等に基づかない手続や、地方公共団体や独立行政法人等が受け手となる

行政手続における窓口等の現場では慣行的に押印が求められているとの意見

が散見されることを踏まえ、各府省は、所管する行政手続について、意見を捉

え適宜、国における押印見直しの趣旨が現場レベルでも徹底されるよう必要な

措置を講ずる。 

 

イ 性質上オンライン化が適当でないとされた手続の検証 

＜基本的考え方＞ 

令和３年に、各府省は、性質上オンライン化が適当ではないと考える約 400手

続を公表した。その後、昨年 12 月にはデジタル原則が策定され、規制改革、行

政改革、デジタル改革を一体的に推進している。各府省において性質上オンライ

ン化が適当でないとしている約 400種類の手続についても、手続件数が多いもの

など社会的ニーズも勘案しつつ、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によ

り、デジタル原則に則した見直しを検討すべきである。その際には、デジタル化

の課題だけに目を向けるのではなく、デジタル化によって、行政サービスの利用

者たる国民・事業者の地理的・物理的な負担・障害等が解消されることを併せて

認識する必要がある。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

【a：（オンラインでの転出届・転入予約が可能であることの普及啓発） 

速やかに措置、（検討会の議論を踏まえた検討）速やかに検討を開始、 

b：（前段）令和４年中の可能な限り早期に検討を開始し、 

１年を目途に結論を得る、 

（後段）令和４年度中に検討・結論、可能なものから順次措置、 

c：（前段）速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置、 

（後段）令和４年中に措置】 

a デジタル庁及び総務省は、マイナンバーカード所持者が、マイナポータルか

らオンラインで転出届・転入予約を行えることの普及啓発を図るとともに、総

務省は、住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）に基づく転入届及び転居届
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について、マイナポータルからのオンラインでの転出届・転入予約の実施状況

や「デジタル時代における住民基本台帳制度のあり方に関する検討会」での議

論を踏まえ、オンライン化について検討を深める。 

b 厚生労働省は、デジタル完結・自動化原則を始めとするデジタル原則及び諸

外国における取組状況や、失業者に対する再就職支援の効果的な実施の必要性

を十分に踏まえ、失業認定関連手続を含む雇用保険の受給関連手続の在り方に

ついて、デジタル技術を活用した行政サービスの見直しに知見のある者の意見

も得ながら検討する場を速やかに立ち上げるとともに、客観的なデータ等に基

づき、対応の方向性の検討を行い、１年を目途に結論を得る。 

  あわせて、市町村取次の対象者等の公共職業安定所への出頭が大きな負担と

なっている者については、上記検討の結論を待たず、速やかに負担軽減のため

の必要な対応を検討し、可能なものから順次措置する。 

c 各府省は、性質上オンライン化が適当でないと考える約 400 種類の手続につ

いて、デジタル原則を踏まえて、適合性の点検及び見直しを行うとともに、最

新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負

担の軽減策について、引き続き検討する。 

  あわせて、性質上オンライン化が適当でないと考える手続のうち、年間の手

続件数が１万件以上であるものについて、利用者等の意見やその他の社会的ニ

ーズを把握した上で、今後の取組方針を公表する。 

 

ウ 地方公共団体等と事業者の間の手続の標準化・デジタル化 

＜基本的考え方＞ 

事業者が地方公共団体に対して行う手続については、事業者の活動が地方公共

団体の区域に限定されないことが一般的であるため、地方公共団体ごとに書式・

様式等が異なることや、手続に関する細かいルールが異なり、その必要性が事業

者には理解できない「ローカルルール」が存在すること等がオンライン化の遅れ

と相まって事業者の大きな負担となっている。 

一方で、基本的なルールが同じであるとしても、別々の主体で、申請書（紙）

を審査した場合には、細かな違いが生じることは、必然とも言える。また、それ

ぞれの地方公共団体にとって、住民（個人）向けのサービスと比べ手続件数も少

なく、費用対効果等の観点からデジタル化の優先順位が遅れがちになることも必

然といえる。 

こうした課題を抜本的に解決するため、規制改革推進に関する答申（令和３年

６月）等を踏まえ、規制所管府省において、手続の性質やオンライン化の現状を

勘案しつつ、オンライン化のためのプラットフォームを整備するとともに、手続

の標準化を推進する取組が進められているところである。 

取組は始まったばかりであり、事業者等からの、依然として地方公共団体ごと

に書式・様式や手続等が異なることや、地方公共団体ごとの細かいルールの違い

が負担になっているとの声は解消されていない。今期の会議においても、調達や
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医療介護など様々な分野で議論となり、それぞれの分野の実情等を踏まえた取組

方針が示されている。 

地方公共団体の創意工夫により、地域の実情を踏まえた政策立案を行うことの

重要性は論をまたないが、実質的な判断に関係のない様式や手続のルールがバラ

バラである必要はない。必要な情報を絞り込み、可能な限り具体的に共通ルール

を定めるなど手続を標準化した上で、形式審査について、入力支援等の仕組みに

よって可能な限り機械処理するシステムを規制所管府省が提供することは、事業

者等のメリットになるだけでなく、地方公共団体にとっても、業務の効率化やデ

ジタル化による業務の高度化など多くのメリットがある。例えば、行政側の業務

効率化により、これまでに十分に実施できていない業務が実施できることになれ

ば、国民生活、事業環境の改善に繋がるほか、収集した情報を以後の業務におい

て効率的に活用することで、データに基づく科学的な政策立案、フォローアップ

に繋げることも期待できる。 

こうしたことを踏まえ、規制所管府省は、以下により、医療・介護分野におけ

る取組なども参考にしつつ、地方公共団体等と事業者の間の手続について、上記

「ローカルルール」を可能な限り解消する（標準化）とともに、デジタル化を一

層推進すべきである。オンライン化のためのプラットフォームにおける申請項目

は、一義的に明確な文言を用いるとともに、地方公共団体における独自の措置を

設ける場合も、あらかじめ定められた必要最小限度の事項に限定し、当該措置に

ついても、プラットフォーム上で対応可能とする必要がある。 

その際には、デジタル化は、目的ではなく手段であることに留意し、単に申請

をオンラインでできるようにするのではなく、手続に当たって真に必要な情報が

何か、それをどのような手段で入手することが適切か精査し、制度の見直し、業

務の見直し及びデジタル改革を一体的に進める必要がある。この際には、ワンス

オンリーや、ＵＩ・ＵＸに配慮するなどデジタル原則でも要請されている事業者

の利便性の向上を目指す必要がある。なお、このような取組に一定の準備期間を

要する場合に、暫定的に電子メール、所管府省が指定するフォーム、アップロー

ダー等への情報の提供などで代替する方法を認めることで、速やかなオンライン

化を先行的に実施することも考えられる。ただし、飽くまで暫定的な措置であり、

暫定的な措置が原因でオンライン化のためのプラットフォームへの移行が妨げ

られることのないよう留意すべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

【a：可能なものから順次措置、b：可能なものから順次措置、 

c：速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置、 

d：可能なものから順次措置】 

a 規制所管府省は、令和３年６月の規制改革実施計画に列記された手続を始

めとした以下の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ、デジタル化を
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行う。その際には、行政内部も含めエンドツーエンドでのデジタル対応の実

現に向けて、手続の標準化や業務の見直しに取り組むなど、デジタル原則に

のっとり、必要な措置を講ずるものとする。 

＜取組対象＞ 

・特定非営利活動促進法関係手続（内閣府） 

・警察関係手続（警察庁） 

・消防法令における各種手続（講習のオンライン化含む）（総務省） 

・社会保障等に係る資格における手続（デジタル庁、財務省、厚生労働省） 

・経営革新計画の申請等手続（経済産業省） 

・建築基準法に基づく建築設備及び昇降機等の定期検査の結果報告（国土交通

省） 

b 規制所管府省は、地方公共団体等と事業者の間の手続のうち、以下の取組

対象手続について、可能な限り前倒しを図りつつ、遅くとも、それぞれの手

続欄に掲げる期限までに、プラットフォームを整備（ｅ－Ｇｏｖやマイナポ

ータル等の既存のオンラインプラットフォームの活用を含む）の上、デジタ

ル化に取り組む。その際には、行政内部も含めエンドツーエンドでのデジタ

ル対応の実現に向けて、手続の標準化や業務の見直しに取り組むなど、デジ

タル原則にのっとり、必要な措置を講ずるものとする。 

＜取組対象＞ 

・指定医療機関の変更の届出（令和５年４月）（厚生労働省） 

・医療法人の事業報告書等の届出（令和４年４月）（厚生労働省） 

・業務に従事する歯科技工士の届出（令和６年度）（厚生労働省） 

・薬局開設者による薬局に関する情報の提供等及び情報の変更の提供等（厚生

労働省）（令和６年１月） 

・宅地建物取引業の免許の変更、更新等（令和６年）（国土交通省） 

・河川の利用等に関する手続（令和５年３月）（国土交通省） 

・要配慮者利用施設の避難確保計画・避難訓練結果の報告（令和５年３月）（国

土交通省） 

・土地形質の変更の届出（令和７年４月）（環境省） 

・特定粉じん排出等作業の実施の届出（令和７年４月）（環境省） 

c 規制所管府省は、地方公共団体等と事業者の間の手続のうち、当面の規制

改革の実施事項（令和３年 12 月）の段階では、今後の具体的な方針が示せ

なかった各手続について、デジタル庁、地方公共団体その他の関係者と協議

しつつ、デジタル化に向け取り組む。その際には、行政内部も含めエンドツ

ーエンドでのデジタル対応の実現に向けて、手続の標準化や業務の見直しに

取り組むなど、デジタル原則にのっとり、必要な措置を講ずるものとする。 

＜取組対象＞ 

・厚生労働省は、地方公共団体等と事業者の間の手続であって次に掲げる手続

（１万件以上のもの）について、ｅ－Ｇｏｖやマイナポータル等の活用を含
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むオンライン化の方針についてのデジタル庁との協議が調い次第、各手続に

ついてデジタル化に向けた具体的検討を行った上で、必要な措置を講ずる。 

指定障害福祉サービス事業者の指定の申請等（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律）（厚生労働省） 

指定障害児通所支援事業者の変更の申請等（児童福祉法）（厚生労働省） 

店舗販売業の許可の申請等（医薬品医療機器等法）（厚生労働省） 

医療保護入院者の病状の報告（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）

（厚生労働省） 

麻薬小売業者が行う定期届出（麻薬及び向精神薬取締法）（厚生労働省） 

沖縄精神障害者特別措置医療費の支払請求（沖縄の復帰に伴う厚生省関係

法令の適用の特別措置等に関する政令）（厚生労働省） 

美容所開設の届出（美容師法）（厚生労働省） 

・経済産業省は、保安係員の選任・解任の届出等（高圧ガス保安法）について、

令和３年度に行った委託調査の結果を基に各手続についてデジタル化に向

けた具体的検討や実証を行った上で、必要な措置を講ずる。 

・国土交通省は、土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の（変

更）届出（国土利用計画法）について、令和３年度に把握した地方公共団体

の届出業務の電子化の状況・実態を踏まえ、引き続き地方公共団体に対して

必要な調査・照会を行った上で、速やかに関係団体の意見を聴取の上、ｅ－

Ｇｏｖ等の活用を含め、デジタル化に向けた具体的検討を行い、必要な措置

を講ずる。 

・国土交通省は、開発許可申請（都市計画法）、景観計画区域内における行為の

届出（景観法）について、速やかに地方公共団体に対して必要な調査・照会

を行った上で、課題を分析し、ｅ－Ｇｏｖ等の活用を含め、デジタル化に向

けた具体的検討を行い、必要な措置を講ずる。 

・環境省は、高濃度ポリ塩化ビフェニル・低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に

係る保管等の届出（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する

特別措置法）について、令和３年度に実施した調査結果を踏まえ、ｅ－Ｇｏ

ｖ等の活用を含め、デジタル化に向けた具体的検討を行い、必要な措置を講

ずる。 

d 総務省は、地方公共団体の入札参加資格審査申請から見積書の提出、契約

の締結や請求書の提出までの調達に関する一連の手続が地方公共団体ごと

に異なっていることが地域をまたいで活動する事業者等に大きな負担とな

っており、この一連の手続（地方公共団体側のものを含む。）を標準化・デジ

タル化すべきとの意見を踏まえ、地方公共団体、デジタル庁等の意見も聞き

つつ、次の取組を行う。 

・競争入札参加資格審査申請に係る標準項目の活用及び電子申請システムへの

反映、見積書や請求書等の支出根拠書類の押印見直しについて促す（措置済

み）。 
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・地方公共団体の調達に関する一連の手続については、令和４年上期の標準項

目等の活用状況に係るフォローアップ調査において、当該手続の電子化・オ

ンライン化に係る地方公共団体の意見や実態を把握しつつ、事業者の意見も

把握し、当該手続の電子化・オンライン化を更に進める方策について検討を

行い、速やかに結論を得る。 

 

（4）行政の手続におけるキャッシュレス化の推進 

＜基本的考え方＞ 

行政の手続における手数料等について、印紙による支払のみが可能となってい

るものが多く、国民は、一旦、申請等の窓口とは別の窓口で印紙を購入し、申請

書等に貼付した上で提出する手間を強いられている。また、オンライン手続等の

場合は、Pay-easy(ペイジー：インターネットバンキング、ＡＴＭを用いること

ができる電子納付の手法)の導入が進んでおり、クレジットカード払い等が可能

なものもあるが、窓口申請等の場合、印紙払い、金融機関等の納付証明書提出が

多く、クレジットカード払いや電子マネー等のキャッシュレス納付が可能なもの

はほとんどない。 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に加え、昨年の地方自治法

（昭和 22年法律第 67号）の改正、第 208回通常国会における情報通信技術を利

用する方法による国の歳入等の納付に関する法律（令和４年法律第 39 号）の可

決・成立等により、キャッシュレス化実現のための法的基盤は整備された。各府

省は、デジタル原則に則した規制改革、行政改革、デジタル改革の取組として、

こうした法的基盤を活用し、手数料等の支払も含めて行政の手続のデジタル完結

を実現するとともに、引き続き、窓口で手続を行う場合であっても印紙購入等の

負担を軽減する観点から、手続の性質に応じた適切なキャッシュレス化の実現に

向け、各手続における業務フローの見直しやシステム整備を速やかに実施する必

要がある。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

【a：令和４年度以降可能なものから順次措置、b：可能なものから速やかに措置、 

c：措置済み、d：令和４年度措置、 

e,f：令和４年度中に取組方針を明らかにした上で、gにおける検討も踏まえ、 

可能なものから速やかに措置、 

g：（前段）令和４年度以降順次措置、（後段）手数料負担の在り方については 

令和４年度検討開始、システムの在り方等については引き続き検討の上、 

令和４年度中に一定の結論を得る】 

a 警察庁は、交通反則金の納付に係るインターネットバンキングやＡＴＭから

の交通反則金専用口座への振込等による納付について、秋田県及び島根県にお
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いて開始された試行的実施状況の検証や納付方法の更なる多様化に向けた検

討の状況を踏まえ、全国的な導入を進める。 

b 法務省は、法務局において支払う手数料等について、窓口でキャッシュレス

納付が可能となるよう措置する。 

c 特許庁は、特許料等の納付について、オンライン申請に限定されているクレ

ジットカードによる納付を、令和４年４月から窓口でも利用可能とするなど、

キャッシュレス納付を推進する。 

d 国土交通省は、運輸支局等において納付する自動車検査登録手数料及び自動

車重量税について、事前にクレジットカードを登録しておくことによる一括決

済を導入する。 

e 各府省は、支払件数が１万件以上の手続等について、取組方針を明らかにし

た上で、オンライン納付に取り組む。 

f 各府省は、上記の他①又は②に該当する手続等のうち、窓口支払件数が１万

件以上のもの（それと同一の窓口で行われる手続等を含む。）について、取組

方針を明らかにした上で、現金又はキャッシュレス納付に取り組む。 

①オンライン納付に対応せず、窓口支払に限られる手続等 

②オンライン納付に対応していても、窓口支払が多く残ると見込まれる手続等 

g デジタル庁及び各府省は、国の行政の手続における手数料等のキャッシュレ

ス納付（オンライン納付又は窓口で行われるキャッシュレス納付）が幅広く可

能となるよう、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する

法律に基づく政省令の制定や運用指針の策定のほか、制度の周知・広報等、円

滑な制度の導入に向けた措置を講ずる。また、デジタル庁は、各府省と連携し、

キャッシュレス納付の利用に伴う手数料負担の在り方について検討を行うと

ともに、各府省におけるキャッシュレス化が効率的・効果的に実施されるよう、

既存の共通基盤の活用を含めたシステムの在り方や当該システム整備に係る

予算措置の要否について検討する等の必要な措置を講ずる。 

 

（5）行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進 

・ オンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進 

＜基本的考え方＞ 

過去のＩＴ化の取組において、行政手続のオンライン化とは、しばしば、行政

機関への申請等をオンラインでもできるようにするためのシステム整備にとど

まり、利用者目線での利便性向上の取組は十分ではなかった。結果、システムが

整備されてもほとんど利用されないことも多く、多額のシステム投資が行われた

にもかかわらず、行政手続のデジタル化は十分に進まなかった。 

会議では、そのような過去の反省に立ち、また、国民・事業者目線で行政手続

の負担軽減を図ることの重要性を踏まえ、システム整備をゴールとするのではな

く、システムの利便性向上や利用者の満足度を図る客観的な成果指標としてオン

ライン利用率を位置付け、利用者にとっての利便性を向上させる視点を基本に据
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えて、行政手続のデジタル化を進める「行政手続におけるオンライン利用率を大

胆に引き上げる取組」を令和２年度から開始した。各府省には、今後とも利用者

からのフィードバックを随時受け入れながら、スピード感をもってサービスに反

映されるようなＰＤＣＡサイクルを構築して、継続的に行政サービスの改善を続

けることが期待される。 

各府省は、原則として年間 10 万件以上の手続を含む事業の全てについて取組

を行うこととしており、これまでに 93事業（年間手続件数が 10 万件以上の行政

手続：245種類を含む）について取組を開始したほか、61種類についても、オン

ライン化等に向けた検討が始まっている。 

さらに、昨年 12月にはデジタル原則が決定されたが、 

①行政内部も含めエンドツーエンドでのデジタル対応を実現（デジタル完結・

自動化原則） 

②データに基づくＥＢＰＭ（Evidence-Based Policy Making）を徹底した機動

的・柔軟で継続的な改善（アジャイルガバナンス原則） 

③民間企業のＵＩ・ＵＸの活用（官民連携原則（ＧtoＢtoＣモデル） 

④官民で適切にデータを共有し、国・地方公共団体や準公共といった主体・分

野間のばらつきを解消し、システム間の相互運用性を確保（相互運用性確保

原則） 

⑤ＩＤ、ベースレジストリ等は広く官民でデジタル共通基盤を利用（共通基盤

利用原則） 

という５つの原則は、会議が求めてきた取組と軌を一にしており、オンライン利

用率を大胆に引き上げる取組は、行政手続におけるデジタル原則に則した構造改

革の取組そのものと言える。 

各府省は、デジタル原則に則した規制改革、行政改革、デジタル改革の取組と

して、オンライン利用率を大胆に引き上げる取組を更に拡充・加速していく必要

がある。 

なお、各取組に当たっては、「オンライン化」や「オンライン利用率」は一つ

の指標であって目的ではないことに留意し、国民の利便性向上・事業活動の生産

性向上、さらには行政の効率化・高度化など具体的な価値の向上を実現すべく、

徹底した国民目線・事業者目線に立ってＢＰＲ及び制度そのものの見直しを行う

など、改革を推進する必要がある。その際には、人口減少に伴う人手不足が顕在

化している現代社会においては、行政も必要なサービスを限られた人員で提供で

きる体制・基盤を早期に整備構築することが必要になることを踏まえ、行政側の

現場における負荷軽減も重要な課題であることを意識する必要がある。 

その際には、 

①デジタル技術やＤＸに習熟した者（民間人材を含むものとする。）の意見が、

現場及び政策決定のレベルにおいて、確実に取組に反映される推進体制を整

備する。推進体制は、しばしばＢＰＲに抵抗感を抱く原局・現場にデジタル

化を徹底する観点から、組織の高いレベルでリーダーシップを発揮してデジ
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タル化に取り組む体制でなければならない。 

②目標とするオンライン利用率は、デジタル改革において先行する諸外国の状

況も視野に入れ、本格的・抜本的なデジタル化を進めるものとなるよう設定

する。 

③業務フローについて、最新のデジタル技術等の活用を前提に、見直しを行う

（利用者の利便性向上、業務効率化等の観点から、ＢＰＲを徹底する。）。こ

の場合、単に既存の帳票をデジタル化するのではなく、標準化されたデータ

に基づいたシステム設計を行うことを意識する。その際には、府省内あるい

は府省間の縦割りを排除し、利用者目線で最適な業務フローとなるよう取り

組む。 

④実際に手続を利用する者（手続に習熟していない者）が容易にオンライン申

請できるかという観点から具体的な課題を定量的に収集・分析し、それらを

機動的に反映したシステムの構築・改修等が行える仕組みを整備する。なお、

アンケート調査では調査対象者が明確に認識した課題しか把握できない可

能性があることから、必要に応じ、ユーザーテストや、実際に稼働している

システムで把握した入力エラーや回答に時間を要する箇所の分析等も実施

しなければならない。 

⑤デジタルガバメントは、手続を支援・利用する民間企業とともに実現すべき

ものであり、ＡＰＩ連携によって利用される前提でシステムを構築する。こ

うした観点から、新技術を活用した新興企業を含め、手続に関連する民間サ

ービスの開発企業や開発者の意見等を十分に把握し、利用しやすい形でＡＰ

Ｉを公開する。 

⑥ローカルルールや担当者ごとに異なる取扱いを排除するため、真に必要な情

報を明確化し、手続、申請項目、入力フォームなどを含め、オンライン申請

のためのインターフェイスの標準化を図った上で、これを公表する。 

⑦国・地方を通じ、行政機関において別途把握可能な情報に係る書類の提出は、

情報連携を行うことにより、廃止する。他の行政手続において利用される情

報を所管する府省は、情報連携の実現に向け、能動的に取り組む。 

⑧個人の電子認証については、マイナンバーカードによる電子利用者証明、法

人の電子認証については、ＧビズＩＤを原則として一連のサービスに横断的

導入するなどにより、本人認証方法の統一を図るとともに、当該認証方法に

より手続が簡素化される旨の周知を徹底し、当該認証方法の取得促進を図る。 

⑨手数料等が必要な行政手続については、上記ＢＰＲの徹底を前提に、オンラ

イン利用の状況やデジタル化による経費削減を的確に反映した手数料を設

定する。 

 

＜実施事項＞ 

【a：引き続き措置、 

b：可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置、 
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c：速やかに検討を深化・精緻化し、遅くとも令和７年度までに措置、 

d：速やかに検討を行い、令和４年度中に一定の結論を得た上で、 

可能なものから順次措置、 

e：引き続き検討を行い、可能なものから順次措置、 

f：引き続き検討を行い、可能なものから順次措置、g：速やかに措置、 

h：令和４年中の可能な限り早期に取組を開始、可能なものから順次措置、 

i：（①）速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置、 

（②）可能なものから順次措置、（③）可能なものから順次措置、 

（④）可能なものから順次措置、 

（⑤）（「行政相談委員ウェブサイト」の整備）速やかに措置、 

（オンライン利用率の引上げに向けた検討） 

令和５年上期の可能な限り早期に取組を開始、 

（⑥）可能なものから順次措置、 

（⑦）令和６年度の経済センサス-基礎調査実施までに、可能なものから順次措置、 

（⑧）令和４年中の可能な限り早期に取組を開始、 

（⑨）可能なものから順次措置、 

（⑩）遅くとも令和６年度までに申請届出のオンライン化を実現、 

デジタル完結について引き続き検討を行い、可能なものから順次措置、 

（⑪）可能なものから順次措置、 

（⑫）引き続き検討を行い、可能なものから順次措置、 

（⑬）（オンライン利用率を引き上げる取組） 

令和４年中の可能な限り早期に取組を開始、 

（国家資格等の情報連携に関するシステムとの連携） 

可能なものから順次措置、（⑭）可能なものから順次措置、 

（⑮）可能なものから順次措置、 

（⑯）令和４年上期の可能な限り早期に取組を開始】 

a 各府省は、オンライン利用率を大胆に引き上げる取組を開始している以下の

93事業（年間手続件数が 10万件以上の行政手続：245種類を含む）について、

デジタル原則や会議が示す考え方も踏まえ、短い期間でＰＤＣＡを回してオン

ライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進するとともに、エンドツー

エンドでのサービスのデジタル完結に向けた取組の更なる拡充・加速を図る。 

 ＜取組対象＞ 

・ 児童手当の受給資格及び所得に関する現況の届出（内閣府） 

・ 教育・保育給付制度（内閣府） 

・ 道路使用許可の申請（警察庁） 

・ 自動車の保管場所証明の申請（警察庁） 

・ 免許証の再交付の申請（警察庁） 

・ 遺失した旨の届出（警察庁） 

・ 施設占有者からの物件の提出の際の提出書の提出（警察庁） 
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・ 遊技機の増設、交替その他の変更（警察庁） 

・ 安全運転管理者等の選任又は解任の届出（警察庁） 

・ 通行禁止道路の通行許可の申請（警察庁） 

・ 積載重量等の制限外許可申請（警察庁） 

・ 軽自動車の保管場所の届出（警察庁） 

・ 免許の申請（警察庁） 

・ 免許の取消しの申請（警察庁） 

・ 運転経歴証明書の交付の申請（警察庁） 

・ 国外運転免許証の交付の申請（警察庁） 

・ 役員又は主要株主の売買報告書の提出（金融庁） 

・ 少額短期保険募集人の役員又は使用人の届出、少額短期保険募集人の役員

又は使用人の届出事項の変更届出（金融庁） 

・ 電子入札、電子契約（デジタル庁） 

・ 法人住民税・法人事業税関連手続（総務省）  

・ 自動車税関連手続（総務省） 

・ 家計調査オンライン調査システム（総務省） 

・ 経済構造実態調査オンライン調査システム（総務省） 

・ 火災予防分野の各種手続における電子申請等の導入（総務省） 

・ 労働力調査オンライン調査システム（総務省） 

・ 地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）（総務省） 

・ 在留申請関連手続（法務省） 

・ 商業・法人登記関連手続（法務省） 

・ 不動産登記関連手続（法務省） 

・ 中長期在留者及び所属機関等による届出手続（法務省） 

・ 成年後見登記（法務省） 

・ 戸籍関連手続（法務省） 

・ 上陸申請手続（法務省） 

・ 動産・債権譲渡登記事項概要証明書等の交付請求（法務省） 

・ 在留届の各種届出（新規/変更/帰国、出国）（外務省） 

・ 旅券発給申請手続（外務省） 

・ 国税申告手続等（財務省） 

・ 国税納付手続等（財務省） 

・ 外国往来船又は外国往来航空機との貨物の授受を目的とする交通の許可

申請（財務省） 

・ 外国貨物の蔵入れ、移入れ、展示等及び総保入れの承認（財務省） 

・ 船用品又は機用品の積込に関する手続（財務省） 

・ 銀行等を経由する支払等の報告（財務省） 

・ 就学支援金受給資格認定の申請（文部科学省） 

・ 保護者等収入状況の届出（文部科学省） 
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・ 厚生年金保険関連手続（厚生労働省） 

・ 雇用保険関連手続（厚生労働省） 

・ 職業安定法に基づく求人の申込み（厚生労働省） 

・ 職業安定法に基づく求職の申込み（厚生労働省） 

・ 職業安定法に基づく採否結果の通知（厚生労働省） 

・ 食品衛生法に基づく営業許可の申請等（厚生労働省） 

・ 労働基準法関連手続（厚生労働省） 

・ 労働保険関連手続（厚生労働省） 

・ 労災保険特別加入関連手続（厚生労働省） 

・ 労働安全衛生法の規定に基づく労働基準監督署への報告（厚生労働省） 

・ 労働安全衛生法に基づく免許試験の受験手続関係（厚生労働省） 

・ 外国人雇用状況届出システムに届け出る外国人雇用状況届出（厚生労働省） 

・ 高年齢者の雇用状況等の定期報告（厚生労働省） 

・ 対象障害者の雇用に関する状況の報告（厚生労働省） 

・ 建設業退職金共済手帳の請求（手帳申込）手続（厚生労働省） 

・ 保険医療機関等の申請手続等事業（厚生労働省） 

・ 国民年金・厚生年金保険等関連手続（個人からの提出手続）（厚生労働省） 

・ 病院報告の提出（厚生労働省） 

・ 毎月勤労統計調査（厚生労働省） 

・ 農林水産省所管の全行政手続（共通申請サービス(ｅＭＡＦＦ)）（農林水産

省） 

・ 経営力向上計画の申請等（経済産業省） 

・ 中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）及び小規模企業共済（経済

産業省） 

・ 経済産業省生産動態統計調査（経済産業省） 

・ 再生可能エネルギー発電事業計画認定申請（経済産業省） 

・ 商業動態統計調査（経済産業省） 

・ 情報処理技術者試験（経済産業省） 

・ 電気計器の検定関連手続（経済産業省） 

・ 特許出願等手続（経済産業省） 

・ 建設業の許可、経営事項審査に係る手続（国土交通省） 

・ 自動車の新規登録・変更・移転・抹消登録（国土交通省） 

・ 建築基準法に基づく建築確認申請、建築設備・昇降機等の定期検査の結果

の報告、大臣認定申請のオンライン化（国土交通省） 

・ 一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の届出（国土交通省） 

・ 対象建設工事の届出（国土交通省） 

・ 保障契約情報の事前通報（国土交通省） 

・ 雇入契約成立等の届出（国土交通省） 

・ 係留施設使用許可申請及び入出港届（国土交通省） 
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・ 海上交通安全法及び港則法関連手続（国土交通省） 

・ 操縦免許証の有効期間の更新（国土交通省） 

・ 自動車損害賠償責任保険証明書の提示（国土交通省） 

・ 自動車輸送統計調査（国土交通省） 

・ 自動車の予備検査（国土交通省） 

・ 検査対象軽自動車の継続検査・新規検査・記載事項変更（国土交通省） 

・ 検査対象外軽自動車の使用の届出等（国土交通省） 

・ 公営住宅の入居申請等（国土交通省） 

・ 長期優良住宅建築等計画の認定（国土交通省） 

・ 産業廃棄物のマニフェスト制度（環境省） 

・ 犬と猫のマイクロチップ情報登録（環境省） 

・ 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養手当等の請求（環境省） 

・ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく手続（環境

省） 

 

b 法務省は、戸籍謄抄本の申請手続におけるオンライン利用率引上げの取組を

進めるに当たり、オンラインによる士業者からの職務上請求を導入することが

できるよう、市区町村、関係府省、士業団体等の関係者の意見を聴き、できる

だけ速やかに結論を出す。職務上請求以外の代理請求・第三者請求については、

オンライン申請の仕組みの構築や普及促進に向けて、請求者が権限を有してい

ること等を確認する必要がある等の課題に対して、速やかに対応策を講ずる。 

c 法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、利用時間の 24時間

対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を深化・精緻化し、遅くとも

令和７年度までに利用時間の拡大及びシステム利用者の利便性向上に向けて

必要な措置を講ずる。また、利用者の利便性向上によるオンライン利用率の引

上げに当たっては、利用者が十分な予見可能性をもって登記・供託オンライン

申請システムを利用できるよう、システムの改修や保全に係る期間・頻度・方

法等について、取り扱う手続の経済取引慣行など利用者のニーズを十分に踏ま

えたものとする。 

d 法務省は、商業登記・不動産登記に係る手続について、司法書士等による代

理手続が多いこと、所得税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４号）

により、税理士法（昭和 26 年法律第 237 号）において、税理士は電子申告の

積極的な利用等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものと

する旨の規定が創設されたことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司

法書士等の果たすべき役割について速やかに検討を行い、令和４年度中に一定

の結論を得た上で、可能なものから順次必要な措置を講ずる。 

e 外務省は、旅券申請者の利便性向上等を図るため希望者に対して出頭を求め

ることなく配送によって旅券を交付することについて、令和６年度の次世代旅

券・集中作成方式の導入を踏まえ、マイナンバーカードを活用した本人確認等
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による安全かつ確実な交付のためのシステム構築・制度設計に向け、配送のた

めの費用負担のあり方を含め、検討を加速化させ、可能なものから順次必要な

措置を講ずる。 

f 厚生労働省は、社会保険に係る手続について、社会保険労務士による代理手

続が多いこと及びより多くの社会保険労務士による電子申請の活用と電子申

請における課題の提示が行政手続のデジタル化を抜本的に進める上で社会保

険労務士の果たすべき役割であると整理したことを踏まえ、引き続き、全国社

会保険労務士会連合会と連携して、電子申請の課題の把握等を行うとともに、

オンライン利用率の大胆な引上げに向け、可能なものから順次必要な措置を講

ずる。 

g 環境省は、電子マニフェストが排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者

全てが使用することで機能する制度であることを踏まえ、原則として全ての事

業者に使用を義務付けることを含め、範囲の段階的な拡大について検討を行い、

必要な措置を講ずる。 

  あわせて、小型家電等に含まれる貴重な資源の回収・再利用の促進及び中小

企業・小規模事業者の電子マニフェストの利用促進の観点から、宅配便を活用

した小口回収等について、関係者と連携して速やかに検討を行い、電子マニュ

フェスト利用による資源回収・再利用の推進に資する施策について、可能なも

のから順次必要な措置を講ずる。 

h 環境省は、主体的にデジタル庁と連携の上、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律（平成 14年法律第 88号）に基づく手続について、国に

よる一元的なプラットフォームの実現に向け、必要な取組を開始する。その際

にはデジタル原則に則し、利用者目線で手続・運用の標準化に取り組み、民間

アプリとの連携を含めて利用者にとって利便性が高いＵＩ・ＵＸを実現すると

ともに、手続面における不要なローカルルールの廃止が徹底されるよう取り組

む。また、マイナンバーカードやＧビズＩＤの活用、各種証明書の添付省略等

のワンスオンリー、手数料等の支払のキャッシュレス化、地方公共団体内部の

業務のデジタル化が図られるよう取り組むとともに、国家資格等の情報連携に

関するシステムの開発・構築の状況を踏まえつつ、狩猟免許のデジタル化の実

現等を検討し、可能なものから順次必要な措置を講ずる。 

i 各府省は、現時点でオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を行うことが

困難としている手続及びオンライン利用率引上げの基本計画が策定されてい

ない手続 118 種類について、以下①から⑯までの取組を行う。 

    ①内閣府は、主体的にデジタル庁、総務省等の関係府省と連携の上、児童手当

法施行規則（昭和 46年厚生省令第 33号）の改正により、令和４年６月から

添付書類の見直しや現況届の一律の届出義務を見直し、原則不要とするとと

もに児童手当の認定の請求等のオンライン化及びオンライン利用率の引上

げに向け、可能なものから順次必要な措置を講ずる。 

②デジタル庁は、財務省その他の関係府省と連携し、納入者からの納入告知書
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等の受領のオンライン化も含め、国における会計・契約・調達等のデジタル

完結及びオンライン利用の促進に向け、必要な検討を行い、可能なものから

順次必要な措置を講ずる。 

③総務省は、主体的にデジタル庁と連携の上、国家資格等の情報連携に関する

システムの開発・構築の状況を踏まえつつ、危険物取扱者免状のデジタル化

の実現等を検討し、オンライン化及びオンライン利用率の引上げに向け、可

能なものから順次必要な措置を講ずる。 

④総務省は、住民票の写し等の交付請求及び戸籍の附票の写しの交付請求につ

いて、住民等の利便性向上等の観点から行政機関間の情報連携の促進、コン

ビニ交付の普及等に取り組むとともに、地方公共団体の情報システムの標準

化・共通化に係る全国の市町村の移行状況を踏まえつつ、オンライン利用率

の引上げに向け、可能なものから順次必要な措置を講ずる。 

⑤総務省は、行政相談の申出について、現在整備中の「行政相談委員ウェブサ

イト」の活用を促進するとともに、その状況を踏まえ、オンライン利用率の

引上げに向け、具体的な検討を行う。 

⑥総務省は、行政文書の開示請求について、内閣府及びデジタル庁における行

政文書の電子的管理の検討状況を踏まえ、情報公開業務のプロセス全体が効

率化されるよう留意しつつ、オンライン化及びオンライン利用率の引上げに

向け、可能なものから順次必要な措置を講ずる。あわせて、各府省と連携し

て、手数料のキャッシュレス化を推進する。 

⑦総務省は、経済センサス-基礎調査について、統計委員会での審議を踏まえ

つつ、オンライン利用率の引上げに向けた具体的手法を検討し、必要な措置

を講ずる。 

⑧法務省及び厚生労働省は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の

保護に関する法律（平成 28年法律第 89号）に基づく監査報告書の提出及び

技能実習計画の認定申請について、令和３年度末で完了した調査研究の結果

を踏まえ、オンライン化及びオンライン利用率の引上げについて、速やかに

検討を行い、可能なものから順次必要な措置を講ずる。 

⑨外務省は、在外公館における査証の発給申請について、国際的な人の往来の

再開状況を踏まえつつ、オンライン化及びオンライン利用率を大胆に引き上

げる取組を着実に推進する。 

⑩財務省は、国家公務員共済組合法における被扶養者に係る届出等について、

デジタル庁と主体的に連携した上で、ｅ－Ｇｏｖ電子申請サービス及び今後

整備予定のｅ－Ｇｏｖ審査支援サービスを活用したオンライン化について

検討を進め、遅くとも令和６年度までに申請届出のオンライン化を実現する

とともに、共済組合の内部手続も含めた共済手続のデジタル完結について引

き続き検討を行い、可能なものから順次必要な措置を講ずる。なお、取組を

進めるに当たっては、経済産業省において、中小企業基盤整備機構が行う「中
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小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）及び小規模企業共済」で抜本的

なＢＰＲとデジタル化が進められていることを参考とする。 

⑪文部科学省は、私立学校教職員共済における標準報酬月額の届出等について、

令和３年に立ち上げた「私学共済制度の在り方等に関する調査研究協力者会

議」において、オンライン化及びオンライン利用率の引上げに向け主体的な

検討を行い、可能なものから順次必要な措置を講ずる。なお、取組を進める

に当たっては、経済産業省において、中小企業基盤整備機構が行う「中小企

業倒産防止共済（経営セーフティ共済）及び小規模企業共済」で抜本的なＢ

ＰＲとデジタル化が進められていることを参考とする。 

⑫厚生労働省は、次に掲げる手続について、デジタル庁と検討・整理を行って

いる地方公共団体や独立行政法人等が受け手となる手続におけるマイナポ

ータルやｅ－Ｇｏｖの活用拡大についての方針が調い次第、オンライン化及

びオンライン利用率の引上げに向け、可能なものから順次必要な措置を講ず

る。 

     ＜取組対象＞ 

 難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法における支給

認定の申請 

 結核患者の入院等の届出 

 犬の登録の申請・登録・鑑札の交付 

 埋葬、火葬又は改葬の許可の申請 

 児童扶養手当法における各種届出 

 妊娠の届出 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律における手続 

 身体障害者手帳の交付の申請 

 自立支援医療費の支給認定の申請 

 特別児童扶養手当の所得状況届 

 特別障害者手当の所得状況届 

 介護保険法における手続 

 国民健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律における資格喪失

の届出等 

 中小企業退職金共済における掛金月額の変更申込み等 

 生活保護における生計状況の変動等の届出等 

 麻薬及び向精神薬取締法における免許証の返納 

 企業年金連合会が支給する老齢年金給付等を受ける権利の請求及び当

該老齢年金給付等の受給者に係る住所変更届 

 

⑬厚生労働省は、歯科医師の届出及び歯科衛生士の届出について、令和４年度

中に医療従事者届出システムによるオンライン化を実現するとともに、オン

ライン利用率を引き上げる取組を開始する。あわせて、主体的にデジタル庁
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と連携の上、国家資格等の情報連携に関するシステムの開発・構築の状況を

踏まえつつ、適切な連携について検討を行い、可能なものから順次必要な措

置を講ずる。 

⑭厚生労働省は、主体的にデジタル庁と連携の上、国家資格等の情報連携に関

するシステムの開発・構築の状況を踏まえつつ、技能検定の受検の申請、医

師等国家試験及び医師等国家試験予備試験の手続について、オンライン化及

びオンライン利用率の引上げに向け、可能なものから順次必要な措置を講ず

る。 

⑮厚生労働省は、中小企業退職金共済における掛金月額の変更申込み等につい

て、オンライン化及びオンライン利用率の引上げに向け、可能なものから順

次必要な措置を講ずる。なお、取組を進めるに当たっては、経済産業省にお

いて、中小企業基盤整備機構が行う「中小企業倒産防止共済（経営セーフテ

ィ共済）及び小規模企業共済」で抜本的なＢＰＲとデジタル化が進められて

いることを参考とする。 

⑯農林水産省は、農林業センサス研究会での審議を踏まえつつ、オンライン利

用率の引上げに向けた具体的な取組を速やかに開始する。 

 

（6）司法手続におけるデジタル化の推進 

司法は、我が国の社会の基盤であり、その手続の在り方は、国民生活や事業活動に

深い影響を及ぼしている。政府としても、司法府における自律的判断を尊重しつつ、

社会のデジタル化を進める上で必要不可欠な司法手続のデジタル化に向け、積極的

に取り組むことが求められる。 

ア 民事訴訟手続のデジタル化 

【a：措置済み、b：可能なものから速やかに措置、c：継続的に措置、 

d：可能なものから順次措置】 

＜基本的考え方＞ 

令和４年５月、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 48 号）

が可決・成立し、インターネットを用いた申立てやウェブ会議による口頭弁論な

ど、民事訴訟手続のデジタル化に向け、大きな一歩を踏み出した。今後は、円滑

な施行に向け、業務の見直し、システム整備、細則の整備を一体的に進めること

が必要となる。この際に、国民のメリットが大きい手続等について、先行運用を

開始できるように環境整備に取り組むことが求められる。 

基本的に、司法府において取組が進められることになるが、政府としても、司

法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁等における国民目線で利用し

やすいシステム構築に向けたノウハウを提供するなど、積極的にサポートを行い

つつ、手数料等の側面での利用推進策を講ずるべきである。あわせて、デジタル

技術を活用した民事訴訟手続が、デジタル社会の基盤として当然のように活用さ

れる社会の実現に向け、本人訴訟を行う者のサポートなどの措置を講じていくこ

とが重要となる。 
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以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に向け、令和４年通常国会に必要な法

案を提出する。その際、デジタルを標準とするため、インターネットを用いて

する申立て等の在り方について検討し、少なくとも訴訟代理人があるときはイ

ンターネットを用いてする申立て等によらなければならないこととする。また、

民事訴訟手続における審理終結までの予測可能性を高めるため、審理期間や口

頭弁論の時期等についてあらかじめ定める新たな訴訟手続を導入するととも

に、当該手続が実際に活用されるよう、利便性が十分に高いものとする。 

b  法務省は、民事訴訟手続のデジタル化について、遅くとも令和７年度に本格

的な運用を円滑に開始するため、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令

和５年度中にウェブ会議を用いた口頭弁論の運用を開始するなど、申立て、書

面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の手続ごとに区分した上で、国民

にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、早期に実現可能なものから試

行や先行運用を開始できるように環境整備に取り組む。 

c  法務省は、デジタル化された民事訴訟手続を利用して本人訴訟を行う者に対

するサポートを充実させるとともに、デジタル化による事務処理コストの低減

を踏まえ、書面による申立て等に比べてインターネットを用いてする申立て等

の手数料を引き下げることにより、インターネットを用いてする申立て等が標

準となるよう取り組む。 

d  法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に当たって、司法府における自律的判

断を尊重しつつ、かつ、裁判に関係する者のプライバシーにも十分配慮しなが

ら、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が整備するシステムについて、①個

別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識し

た設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一連の手続を通してデジタル化さ

れること、③必要な場合に行政との情報連携が可能なものとなること、④外部

ベンダーと連携することができるようＡＰＩを開放すること、⑤リスクベース

アプローチに基づき、クラウドサービス特有の問題点やアクシデント発生時の

対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確保すること、⑥利用状況を把握す

るための客観的指標を設け、ＰＤＣＡサイクルを回しながら、国民目線で利用

しやすいものとすることについての環境整備に取り組む。 

 

イ 家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化 

【a：令和４年度結論、 

b：令和５年の通常国会に法案提出、試行や先行運用については令和５年度以降可能

なものから速やかに措置、本格的な運用については令和７年度以降速やかに措置、 

c：可能なものから順次措置】 

＜基本的考え方＞ 
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民事訴訟法の改正と併せ、家事事件手続法と人事訴訟法も改正され、離婚に関

する調停の成立や和解をウェブ会議によって可能とするなど家事事件手続の一

部について、先行的にデジタル化に向けた法整備が行われた。これらについては、

引き続き、デジタル化に向けた業務の見直し、システム整備、細則の整備を一体

的に捉えた取組が積極的に行われることを期待する。 

残る家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等についても、法制審議会に

おいてデジタル化に向けた調査審議が進められているが、民事訴訟手続に大きく

遅れることなく本格的な運用が開始できるよう、検討を加速化すべきである。そ

の際には、届出債権者が多数にのぼる倒産事件などにおいて、手続のデジタル化

による効果が極めて大きいと見込まれることや、運用により一部デジタル化を導

入した事例が存在することも踏まえ、手続ごとの特性に応じたデジタル化を早期

に目指す必要がある。 

基本的に、システム構築については司法府において取組が進められることにな

るが、政府としても、司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁等に

おける国民目線で利用しやすいシステム構築に向けたノウハウを提供するなど、

積極的にサポートを行うべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 法務省は、倒産手続における債権届出や債権管理等、デジタル化の効果が大

きいと考えられる手続について、民事訴訟手続のデジタル化に関する規律にか

かわらず、手続の特性に応じた更なるデジタル化を検討する。 

b  法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に向

け、令和５年の通常国会に必要な法案を提出した上で、司法府における自律的

判断を尊重しつつ、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁論といった個別の

手続ごとに区分した上で、国民にとってデジタル化のメリットが大きく、かつ、

早期に実現可能なものから試行や先行運用を開始するスケジュールを検討し、

民事訴訟手続のデジタル化に大きく遅れることのないよう、本格的な運用を開

始できるように環境整備に取り組む。 

c  法務省は、家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化に当

たって、司法府における自律的判断を尊重しつつ、かつ、裁判に関係する者の

プライバシーにも十分配慮しながら、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所が

整備するシステムについて、①個別の手続ごとのシステム整備が容易となるよ

うシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一

連の手続を通してデジタル化されること、③必要な場合に行政との情報連携が

可能なものとなること、④外部ベンダーと連携することができるようＡＰＩを

開放すること、⑤リスクベースアプローチに基づき、クラウドサービス特有の

問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切なセキュリティを確

保すること、⑥利用状況を把握するための客観的指標を設け、ＰＤＣＡサイク
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ルを回しながら、国民目線で利用しやすいものとすることについての環境整備

に取り組む。 

 

ウ 刑事手続のデジタル化 

【a：令和４年上期に諮問。令和５年度を視野に国会に法案提出、 

b：令和４年度中に議論の状況を見極め必要な範囲で措置、 

c：可能なものから順次措置】 

＜基本的考え方＞ 

刑事手続においては、被疑者・被告人の権利利益や適正手続を定めた憲法の下、

刑事訴訟法等の法令に基づく厳格な手続が定められており、その中には、紙媒体

の書面による訴訟行為、作成者による書面への署名・押印、及び対面での手続の

実施が求められる場面がある。被疑者・被告人を始めとした関係者の権利利益や

刑事手続の特性に十分な配慮を尽くしつつも、刑事手続について、デジタル技術

を活用し、検察・警察等の関係機関における内部業務の標準化・合理化などＢＰ

Ｒを徹底することは、手続に関与する国民、特に被害者等の負担軽減につながり、

また、感染症拡大時にも円滑・迅速な手続を可能とする観点から有用であると考

えられるとともに、捜査・公判業務の合理化・効率化及びより一層の正確性の向

上に資するものといえる。 

令和４年３月に、法務省の「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検

討会」において報告書が取りまとめられたところ、速やかに法制化に向けた具体

的な検討に入るとともに、可及的早期に上記のデジタル技術の活用の実現を図る

観点から、早期の法案提出に向け、検討を加速する必要がある。加えて、デジタ

ル化の検討に当たっては、司法府における自律的判断を尊重し、かつ、刑事手続

の特性に留意しつつ、デジタル完結や機動的で柔軟なガバナンス、相互運用性の

確保といったデジタル原則に則した検討を徹底すべきである。 

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 

 

＜実施事項＞ 

a 法務省は､警察庁等の関係機関と連携の上､最高裁判所が所管する事項につい

ては司法府における自律的判断を尊重しつつ、刑事手続におけるデジタル技術

の活用について、「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」取

りまとめ報告書等を踏まえ、速やかに法制審議会に諮問し、令和５年度に必要

な法案を国会に提出することを視野に入れて、法制化に向けた具体的な検討を

速やかに進める。 

その際、法務省及び警察庁は、告訴・告発、交通反則切符の作成、訴訟記録

の閲覧・謄写、公判における証人尋問や被害者参加、裁判員の選任手続等につ

いて、被疑者・被告人を始めとした関係者の権利利益の確保や、プライバシー

保護の要請等の各手続の特性に十分な配慮を尽くしつつ、刑事手続に関わる国

民の負担軽減等を図るためのデジタル化を行う前提で、課題解決に向けた検討
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を行うとともに、令和７年度中の一部施策の運用開始を視野に入れて、刑事手

続のデジタル化の運用開始の詳細スケジュールを検討する。 

b 法務省及び警察庁は、法制審議会を含む検討の場の議論の状況を踏まえて、

実務上の課題を、数字等のファクトや関係者のニーズに基づき正確に把握する

ため、必要な範囲で調査を実施する。 

調査を行う際は、司法統計等の既存の統計を活用するとともに、必要に応じ

て追加的な統計調査を行うほか、法務行政に寄せられる国民の意見や情報通信

技術の有識者の意見を聴取することに努める。 

c 法務省及び警察庁は、刑事手続のデジタル化に当たって、最高裁判所が所管

する事項においては司法府における自律的判断を尊重しつつ、デジタル庁とも

連携の上、刑事手続におけるデジタル技術の活用のために必要不可欠となるシ

ステム構築を含めたデジタル基盤の整備に向けた取組を推進し、令和８年度中

に、新たなシステムを利用した活用施策を一部開始することを目指す。 

その際、法務省、警察庁、最高裁判所が整備するシステムについて、①業務

の見直し、対応する制度面とシステムの設計を並行して行うこと、②個別の手

続ごとのシステム整備やシステム間のデータ連携が容易となるようシステム

間の疎結合を意識した設計を行うこと、③個別の手続だけでなく一連の手続を

通してデジタル化され関係者の業務が全体として合理化されるよう、関係者間

で緊密に連携すること、④利用者目線で利用しやすいものとするため、開発段

階から実際の利用者による試行を繰り返すとともに、運用開始後もシステムの

利用状況を適時調査・検証し、システムの継続的な改善に取り組むこと、⑤ク

ラウドサービスを利用する際には、リスクベースアプローチに基づき、クラウ

ドサービス特有の問題点やインシデント発生時の対応も念頭に置いた適切な

セキュリティを確保することを念頭におきながら、環境整備に取り組む。 

特に、警察庁は、交通違反取締を含め現場のデジタル化に取り組む。また、

効率的・効果的なデジタル化を推進する観点から、各地域による独自の運用等

を見直し、全国統一的なシステムを構築する。 
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（参考資料１） 

規制改革推進会議委員及び専門委員名簿 

 

規制改革推進会議 委員名簿 

 

＜敬称略＞ 

 

議長 夏野  剛 近畿大学 特別招聘教授 情報学研究所長 

議長代理 大槻 奈那 マネックス証券株式会社専門役員、名古屋商科大学大学院教授 

 岩下 直行 京都大学公共政策大学院教授 

 佐藤 主光 一橋大学経済学研究科教授 

 菅原 晶子 公益社団法人経済同友会常務理事 

 杉本 純子 日本大学法学部教授 

 武井 一浩 西村あさひ法律事務所弁護士（パートナー） 

 中室 牧子 慶應義塾大学総合政策学部教授 

 本城慎之介 学校法人軽井沢風越学園理事長 

 御手洗瑞子 株式会社気仙沼ニッティング代表取締役 

 

  



   

129 

 

規制改革推進会議 専門委員名簿（令和４年４月１日時点） ＜敬称略＞ 

■ スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ 

  

井 上 岳 一 株式会社日本総合研究所創発戦略センター 

シニアスペシャリスト 

落 合 孝 文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 

後 藤  元 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

竹 内 純 子 NPO法人国際環境経済研究所理事・主席研究員、 

東北大学特任教授、U3innovations 合同会社共同代表 

堀   天 子 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 

■ 人への投資ワーキング・グループ 

  

宇佐川 邦 子 株式会社リクルート ジョブズリサーチセンター 

センター長 

工 藤 勇 一 学校法人堀井学園理事、横浜創英中学・高等学校長 

鈴 木 俊 晴 早稲田大学社会科学総合学術院教授 

水 町 勇一郎 東京大学社会科学研究所教授 

森   朋 子 桐蔭学園小学校校長・幼稚園顧問 

桐蔭横浜大学学長・教授 

■ 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ 

  

印 南 一 路 慶應義塾大学総合政策学部教授 

大 石 佳能子 株式会社メディヴァ代表取締役社長 

大 浦 敬 子 株式会社おとなの学校代表取締役 

大 橋  弘 東京大学副学長・大学院経済学研究科教授 

佐々木  淳 医療法人社団悠翔会理事長・診療部長 

■ 地域産業活性化ワーキング・グループ 

  

青 山 浩 子 新潟食料農業大学講師 

有 路 昌 彦 近畿大学世界経済研究所水産・食料戦略分野教授 

小 針 美 和 株式会社農林中金総合研究所主任研究員 

南 雲 岳 彦 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 

専務執行役員 

林   いづみ 桜坂法律事務所弁護士（創立パートナー） 

■ デジタル基盤ワーキング・グループ 

  

住 田 智 子 フューチャー株式会社執行役員 

瀧   俊 雄 株式会社マネーフォワード執行役員 CoPA Fintech 研究所長 

田 中 良 弘 立命館大学法学部教授 

戸 田 文 雄 日本電気株式会社常務理事 

村 上 文 洋 株式会社三菱総合研究所デジタル・イノベーション本部 

ICT・メディア戦略グループ主席研究員 
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（参考資料２） 

規制改革推進会議及びワーキング・グループの審議経過 

 

■規制改革推進会議 

第 11回 R3.8.23 ・議長互選、議長代理指名 

・規制改革推進会議の進め方について 

・規制改革の主な成果と当面の課題について 

第 12回 R3.12.22 ・当面の規制改革の実施事項について 

・規制改革推進会議の進め方について 

第 13回 R4.5.27 ・規制改革推進に関する答申（案）について 

 

（令和３年８月～令和３年 12月） 

■デジタルワーキング・グループ 

第１回 R3.9.8 ・行政手続における書面主義の見直し及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取

組について（戸籍謄抄本の請求等のオンライン化の促進等） 

‐戸籍謄抄本の請求等のオンライン化の取組・課題について 

（株式会社グラファーからヒアリング） 

‐戸籍謄抄本の請求等のオンライン化に係る国の取組等について 

（法務省からヒアリング） 

第２回 R3.9.28 ・地方公共団体の調達に関する一連の手続のデジタル化について 

 （株式会社内田洋行、株式会社アスコエパートナーズ、総務省からヒアリング） 

・株主総会資料のオンライン提供の拡大について 

 （一般社団法人日本経済団体連合会、法務省からヒアリング） 

第３回 R3.10.25 ・行政手続における書面主義の見直し及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取

組について 

（１）産業廃棄物のマニフェスト制度 

‐産業廃棄物の電子マニフェストについて 

（一般社団法人日本経済団体連合会からヒアリング） 

‐オンライン利用率を大胆に引き上げる取組（産業廃棄物のマニフェスト制

度）について 

（環境省からヒアリング） 

（２）中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）及び小規模企業共済 

‐小規模企業共済・中小企業倒産防止共済のオンライン化における課題・要

望について 

（日本商工会議所からヒアリング） 

‐オンライン利用率を大胆に引き上げる取組（中小企業倒産防止共済（経営

セーフティ共済）及び小規模企業共済）について 

（経済産業省からヒアリング） 

（３）「計画の策定が困難」と回答があった手続への対応 

・経済団体からの要望に対する対応について 
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第４回 R3.11.10 ・民事訴訟手続のデジタル化について 

（一般社団法人日本経済団体連合会、法務省、デジタル庁からヒアリング） 

・家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のデジタル化について 

（たつき総合法律事務所、杉本座長代理、法務省からヒアリング） 

第５回 R3.11.30 ・インターネットバンキングの利用促進について 

（弥生株式会社、千葉商科大学教授、金融庁、中小企業庁からヒアリング） 

・企業の会計業務におけるデータ流通の促進（決済データのＡＰＩ連携）について 

（全国商工会連合会、弥生株式会社、千葉商科大学教授、経済産業省、金融庁か

らヒアリング） 

・「地方公共団体と事業者の間の手続のデジタル化」に係る取組について 

第６回 R3.12.15 ・行政手続における書面主義の見直し及びオンライン利用率を大胆に引き上げる取

組について（旅券発給申請手続のオンライン化について） 

（外務省からヒアリング） 

 

■経済活性化ワーキング・グループ 

第１回 R3.9.17 ・生産性向上に向けた物流改革に関する取組状況のフォローアップ 

・タクシーの利便性向上に関する取組状況のフォローアップ 

・電力データ活用による新たな付加価値創造に関する取組状況のフォローアップ 

第２回 R3.10.11 ・船荷証券の電子化（フォローアップ） 

第３回 R3.11.5 ・建設業における技術者等の配置・専任要件等の緩和 

第４回 R3.11.19 ・Society5.0の実現に向けた電波制度改革 

・無線ＬＡＮ等の認証における欧米向け試験データの活用 

・ローカル５Ｇの普及拡大に向けたガイドラインの改定等 

・アマチュア無線免許手続 

第５回 R3.11.25 ・「簡素で一元的な権利処理」の在り方に関する検討状況について 

第６回 R3.12.2 ・金融商品取引に係る書類のデジタル原則化に向けて 

第７回 R3.12.8 ・ＭａａＳ推進に向けた交通関連データ共通フォーマット（ＧＴＦＳ-ＪＰ）の活   

 用 

・取組状況のフォローアップ 

‐タクシーの利便性向上 

‐生産性向上に向けた物流改革 

・規制改革ホットライン処理方針 

 

■子育て・教育・働き方ワーキング・グループ 

第１回 R3.9.15 ・労働市場における雇用仲介制度の在り方 

第２回 R3.9.29 ・特別免許状等多様な外部人材の教員への登用に関する制度について 

・オンライン授業の実施状況について 

第３回 R3.10.20 ・男性の育児休業取得促進に向けたルール整備 

・保育士不足の解消に向けた制度の見直し 
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第４回 R3.10.27 ・労働時間制度の在り方 

・養育費の確保に関する取組 

第５回 R3.11.17 ・デジタル時代を踏まえた大学設置基準の見直し 

・オンライン授業の実施状況について 

第６回 R3.11.22 ・労働時間制度の在り方 

第７回 R3.12.1 ・労働時間制度の在り方 

・労働市場における雇用仲介制度の在り方 

 

■医療・介護ワーキング・グループ 

第１回 R3.9.10 ・オンライン診療・オンライン服薬指導に関する検討状況について（フォローアッ

プ） 

・新型コロナウイルス抗原検査キットの薬局等における販売について 

・地域医療構想調整会議のガバナンス向上について 

第２回 R3.9.27 ・医療・介護関係職のタスクシフトについて（フォローアップ及び新規） 

・医薬品、医療機器の広告規制の合理化について 

・車両による移動式ＰＣＲ検査や空きスペースを活用したコロナ診療について 

第３回 R3.10.8 ・医療分野におけるＤＸの促進のための電子署名の取扱いについて（フォローアッ

プ及び一部新規事項） 

・社会保険診療報酬支払基金における審査・支払業務について（フォローアップ） 

・電子処方箋システムの構築状況について（フォローアップ） 

第４回 R3.10.25 ・プログラム医療機器（ＳａＭＤ）に関する承認審査等の在り方について（フォロ

ーアップ含む） 

・医療機器製造業規制等のプログラム医療機器への適用について 

第５回 R3.11.17 ・治験の円滑化について（フォローアップ含む） 

・新型コロナウイルス抗原検査キットに関する規制について 

・第１回から第４回までのワーキング・グループにおいて議題となった事項の振り

返り 

第６回 R3.12.6 ・新型コロナウイルス抗原検査キットに関する規制について 

・第１回から第５回までのワーキング・グループにおいて議題となった事項の振り

返り 

第７回 R3.12.20 ・介護施設における介護サービスの生産性向上及び医療アクセスの向上について 

・中間取りまとめ案について 

・規制改革ホットライン処理方針について 

 

■農林水産ワーキング・グループ 

第１回 R3.8.31 ・林業の成長産業化に向けた改革について 

（農林水産省、事業者及び有識者からヒアリング） 

第２回 R3.9.24 ・林業の成長産業化に向けた改革について 

（農林水産省、国土交通省及び事業者からヒアリング） 
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第３回 R3.11.26 ・トラクターの公道走行に係る手続の簡素化について 

（国土交通省、農林水産省及び事業者からヒアリング） 

・林業の成長産業化に向けた改革について 

（農林水産省、国土交通省、警察庁、事業者及び有識者からヒアリング） 

第４回 R3.12.13 ・規制改革実施計画のフォローアップについて 

 

（令和４年１月～） 

■スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ 

第１回 R4.1.24 ・持続可能で質の高い社会インフラに向けた制度整備（上下水道の事例） 

・自律分散型の水循環システムの実装に向けた環境整備 

・規制改革ホットライン処理方針 

第２回 R4.3.9 ・老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進（フォローアップ） 

・規制改革ホットライン処理方針 

第３回 R4.3.18 ・デジタル社会に対応したデジタル証券セカンダリー市場の環境整備  

第４回 R4.3.22 ・デジタル時代における放送制度の在り方について 

第５回 R4.4.7 ・Society5.0の実現に向けた電波制度改革 

・高速無線ＬＡＮ等搭載機器の開発推進に向けた欧米基準の無線試験レポートの活

用促進 

・ローカル５Ｇの普及拡大に向けたガイドラインの解釈や手続の明確化 

第６回 R4.4.13 ・生産性向上に向けた物流改革（フォローアップ） 

・規制改革ホットライン処理方針 

第７回 R4.4.14 ・スタートアップに関する制度（法人設立手続のデジタル完結等） 

第８回 R4.4.19 ・資金移動業者の口座への賃金支払について 

・事業成長担保権の創設・整備について 

・規制改革ホットライン処理方針 

第９回 R4.4.26 ・スタートアップに関する制度（法人設立手続のデジタル完結等）（厚生労働省関

係） 

 

■人への投資ワーキング・グループ 

第１回 R4.1.25 ・人的投資の充実につながるリカレント教育の促進 

第２回 R4.1.31 ・イノベーションを促進する高等教育の推進 

・初等中等教育における専門人材の活用 

第３回 R4.3.3 ・人的投資の充実につながるリカレント教育の促進 

第４回 R4.3.15 ・高等学校における情報科教育 

第５回 R4.3.28 ・養育費の確保に向けた取組 

・規制改革ホットライン処理方針について 

第６回 R4.4.15 ・円滑な労働移動の実現に向けた環境整備と労働制度の見直しの方向性 

第７回 R4.4.22 ・社会に開かれた学修者主体の初等中等教育 

・多様な学修ニーズを実現する高等教育 
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■医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ 

第１回 R4.1.19 ・薬局業務に関する対人業務の充実及び患者の利便性向上について 

・オンライン服薬指導に関するコロナ特例措置の恒久化の対応状況について 

・規制改革ホットライン処理方針について 

第２回 R4.2.7 ・持続的な介護制度の実現 

・オンライン服薬指導に関するコロナ特例措置の恒久化の対応状況について 

・医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの改定に向けた取組状況につ

いて 

第３回 R4.2.24 ・医療機関における検査データの創薬目的の利活用について（フォローアップ含

む） 

・創薬のためのＮＤＢ情報の利用（死亡情報の連結解析の推進）について（フォロ

ーアップ含む） 

・医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの改定に向けた取組状況につ

いて 

・規制改革ホットライン処理方針について 

第４回 R4.3.15 ・薬局業務に関する対人業務の充実について（フォローアップ含む） 

・一般用医薬品販売規制の見直しについて（フォローアップ含む） 

第５回 R4.3.31 ・特別養護老人ホームにおける医療アクセスの向上について 

・規制改革ホットライン処理方針について 

第６回 R4.4.18 ・家庭用医療機器において兆候を検出した疾病名の表示について 

・介護分野におけるローカルルール等による手続負担の軽減について 

第７回 R4.4.27 ・一般用医薬品（スイッチＯＴＣ）の選択肢拡大について（フォローアップ） 

・質の確保された抗原定性検査キットの利用環境の整備について（フォローアッ

プ） 

・これまでの議論を踏まえた主な論点について 

 

■地域産業活性化ワーキング・グループ 

第１回 R4.2.18 ・漁協における独占禁止法に違反する行為の根絶に向けた取組について〔フォロー

アップ〕 

（公正取引委員会、農林水産省、事業者及び有識者からヒアリング） 

・改正漁業法等の制度運用（資源管理）について〔フォローアップ〕 

（農林水産省、事業者及び有識者からヒアリング） 

・規制改革ホットラインの処理方針について 

第２回 R4.3.2 ・改正漁業法等の制度運用（資源管理）について〔フォローアップ〕 

（農林水産省、事業者及び有識者からヒアリング） 

・水産流通適正化法等の制度運用について〔フォローアップ〕 

（農林水産省、デジタル庁及び有識者からヒアリング） 

第３回 R4.3.14 ・牛乳・乳製品の生産・流通に関する規制改革等について〔フォローアップ〕 

（農林水産省及び公正取引委員会からヒアリング） 
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第４回 R4.4.5 ・農地利用の最適化の推進について〔フォローアップ〕 

（農林水産省及び事業者からヒアリング） 

・農地の違反転用の課題等について〔フォローアップ〕 

（農林水産省、国土交通省、経済産業省、法務省、総務省及び事業者からヒアリ

ング） 

第５回 R4.4.26 ・地方での民泊の推進に向けた住宅宿泊管理業の担い手確保 

・規制改革ホットライン処理方針 

 

■デジタル基盤ワーキング・グループ 

第１回 R4.2.9 ・地方公共団体への税・公金納付のデジタル化について 

（電気事業連合会、一般社団法人日本経済団体連合会、総務省、デジタル庁、国

土交通省からヒアリング） 

・規制改革ホットラインの処理方針等について 

第２回 R4.3.1 ・自筆証書遺言のデジタル化について 

（SAMURAI Security株式会社、陰山司法書士事務所、法務省からヒアリング） 

・公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について（フォローアップ） 

（法務省からヒアリング） 

第３回 R4.3.29 ・刑事手続のデジタル化について 

（法務省、警察庁からヒアリング） 

・５Ｇ等の普及拡大を見据えた免許関連手続等のデジタル化について 

（一般社団法人日本経済団体連合会、総務省からヒアリング） 

・規制改革ホットラインの処理方針について 

第４回 R4.4.12 ・性質上オンライン化が適当でないとされる「公共職業安定所での失業の認定」に

ついて 

（厚生労働省からヒアリング） 

・規制改革ホットラインの処理方針について 

第５回 R4.4.20 ・「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく手続のオンライ

ン化及びオンライン利用率の引上げ」について 

（環境省からヒアリング） 

・「官公庁における情報システム調達に関する実態調査報告書」について 

（公正取引委員会からヒアリング） 

・「小型家電等の産業廃棄物の適切な処理等の促進及び電子マニフェストの利用拡

大」について 

・「『オンライン利用率を大胆に引き上げる取組』を行うことが困難としている手

続に係る『取組状況及び今後の工程』」について 

・「『地方公共団体と事業者の手続のデジタル化』について『方針を示すことがで

きない』としている手続に係る『取組状況及び今後の具体的な取組方針』」につ

いて 

・規制改革ホットラインの処理方針について 

 


